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都市計画法は，高度経済成長期において都市の無秩序な拡大を抑制し，計画的な市

街地の開発・誘導をする手法等により，集中する人口や諸機能の適正配置に成果を上

げてきました。 

しかしながら，都市計画法の制定から半世紀が経過した現在，都市を取り巻く社会

経済情勢は，急激な人口減少や超高齢社会の到来をはじめ，地球温暖化などの環境問

題の顕在化，厳しい財政的制約など，わたしたちは大きな転換点にさしかかっていま

す。これまでの人口増加や成長・拡大を前提とした都市づくりから，一定の区域に無

駄なく必要な都市のサービス機能を集約化した集約型都市構造への転換を図るなど，

今後の都市や地域のあり方にも大きな変革が必要となっています。 

また，戦後最大級の被害をもたらした平成 30 年 7 月豪雨災害をはじめ，毎年のよ

うに全国で頻発する河川氾濫や土石流等の大規模災害，さらには，新型コロナウイル

ス感染拡大による生活様式の変化への対応，データや新技術の活用など新たな課題に

適応したまちづくりが求められています。  

このためには，都市計画行政は，多角的な視点を持ち，的確に都市の将来像を見通

し，明確化した上で，真に必要な都市計画を見定めるとともに，適時・適切な見直し

なども行わなければなりません。また，都市計画制度だけではなく，他の制度などの

施策の活用や，民間事業者や住民など多様な主体と積極的に連携して取り組んでいく

必要があります。 

このような状況を踏まえ，本県では，令和 3 年３月に新たな都市計画区域マスター

プランを策定し，県民の誰もが安心して便利に暮らすことができる『持続可能なまち

づくり』の実現に向け，都市の目指すべき将来像として『コンパクト+ネットワーク型

の都市』，『活力を生み出す都市』，『魅力あふれる都市』，『安全・安心に暮らせる都市』，

『住民主体のまちづくりが進む都市』を掲げました。その実現に向けて，地域の規模

や特性に応じた都市機能や居住を安全で利便性の高いエリアへと誘導すること，にぎ

わいやイノベーションの創出の基盤となる拠点性の向上や都市再生，ウォーカブルの

推進，新しい生活様式に対応したゆとりある空間の形成，データと新技術を活用した

スマートシティ化などを推進しながら，都市と自然の近接性といった広島の強みを生

かし，大都市圏では得られないゆとりと安心が実感できる魅力ある広島らしい都市づ

くりに取り組んでいきます。 

本冊子は，現行の都市計画制度や県内の都市計画の取組を紹介することにより，都

市計画に携わる実務担当者に役立てていただくことはもちろんのこと，県民の皆様に

都市計画行政に関する協力と理解を深めていただくために作成したものです。 

本冊子を通じ，都市計画行政を身近なものに感じていただければ幸いです。 

 

令和３年８月 

広島県土木建築局都市建築技術審議官 

上田 隆博 
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第1章 広島県のすがた                             

 

 

本県では，中四国地方のほぼ中央に位置しており，県の

北部は中国山地の脊梁
せきりょう

部を隔てて島根・鳥取の両県に，東

部は吉備高原に沿って岡山県に，西部は安芸西部山地を境

に山口県に隣接し，南部は気候穏和な瀬戸内海に面し，芸

予諸島等，大小138もの島々を挟んで，四国の愛媛・香川

両県と相対しています。 

 また，北の中国山地，南の四国山地に挟まれていること

から，夏・冬の季節風の影響を受けにくく，梅雨・台風時

期を除き，一般的に夏の降雨量，冬の降雪量ともに少なく，

晴天が多いという瀬戸内海式気候に属します。 

このように，瀬戸内面，吉備高原面，脊梁
せきりょう

山地面とよば

れる三段の階段状の隆起
りゅうき

準平原
じゅんへいげん

が織りなす複雑な地形や気

候等が絡み合いつくり出された瀬戸内海国立公園，南原峡
なばらきょう

，

山野峡
やまのきょう

等の県立自然公園等の豊かな自然景観のもと，世界遺産登録をされた厳島や上野池等の風致地区

で代表されるように，自然と人とが共生することにより生み出されるめぐまれた自然環境の素晴らしさ

が人々を引きつける魅力の一つとなっています。 

 そして，県土利用については，北部県境に中国山地を配しているため，森林原野の面積が最も多く，

県全体の71.8％（全国平均：65.5％）を占め，一般住宅地・商業地・工業用地等の宅地は，瀬戸内海

沿岸を中心に県全体の8.8％（全国平均：10.6％）となっています。市街地は，主に太田川，芦田川，

沼田川，江の川等の中・下流域の堆積層地帯を中心に形成されてきました。 

（県土利用数値：総務省統計局「社会生活統計指標2021」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口】 

2,801,388 人（全国 12 位） 

1,241,484 世帯（全国 11 位） 

（令和２年国勢調査-速報値-） 

高齢化率 27.5％（全国平均 26.6％） 

 （平成 27 年国勢調査） 

【面積】 

847,964ha（全国 11 位） 

 （令和 2 年全国都道府県市区町村別面積調査） 

【気温・降水量】 

年平均気温 17℃内外 

年間降水量 1,382 ㎜内外 

（総務省統計局 「社会生活統計指標 2021」） 

1 広島県の地勢 
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本県の人口は，平成7年まで増加傾向にありましたが，平成12年を境に，近年は減少傾向に転じてい

ます。  

 また，産業・経済活動の低迷や都市の拠点機能，地域活力の低下など構造的な問題が懸念されるほか，

土砂災害警戒区域の指定箇所数が全国で最も多いなど，自然災害に対する脆弱性を抱えており，その対

応が急務となっている状況にあります。 

 こうした中，少子高齢化，都市化の終息，社会資本の投資余力の減少など今日の社会情勢の変化に迅

速かつ柔軟に対応するとともに，新たな社会経済基盤の形成や災害に強い都市づくりを推進し，県民生

活の向上や経済活動の新たな展開を考慮した都市政策に取り組む必要があります。 

 

■広島県の人口推移と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分類不能があるため合計100％未満 

 

■広島県の経済 

●県内総生産（名目） 

 

 

 

 

 

  

  ●就業者の産業別割合 

 

 

 

 

 

2 人口・経済の見通し 

23.9% 23.6% 21.8% 18.4% 16.2% 14.9% 14.0% 13.5% 13.2% 12.9% 12.5% 12.1% 11.9% 12.0% 12.0%

67.2% 66.1% 66.7%
68.0% 67.9%

66.6% 64.6%
62.5%

59.2% 57.6% 57.2% 57.0% 56.2%
53.9% 52.8%

8.9%
10.2%

11.5% 13.4% 15.8% 18.5% 20.9%
24.0%

27.5%
29.5%

30.3%
30.9%

31.9%
34.1%

35.2%

0

1000

2000

3000

昭和50年昭和55年昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年 令和2年 令和7年 令和12年令和17年令和22年令和27年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

2,429

(-92

※分類不能があるため合計100％未満。
（資料）H27までの人口：総務省統計局「平成27年 国勢調査」，R2以降の将来人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

2,646

2,739

(+93)

2,819

(+80)

2,850

(+31)

2,882

(+32)

2,879

(-3)

2,877

(-2)

2,861

(-16)
2,844

(-17)

2,521

(-86)

2,609

(-80)

2,689

(-69)

2,758

(-56)

2,814

(-30)

（千人）

（資料）広島県 平成 30 年度広島県県民経済計算結果 

第１次産業 3.2％

第２次産業
26.8％

第３次産業
70.0％

就業者数
1,337千人

（資料）総務省統計局「平成27年 国勢調査」

（資料）総務省統計局「平成 27 年 国勢調査」 

） 

( )対前年増減 

(-88) 

（資料）H27 までの人口  ：総務省統計局「平成 27 年 国勢調査」 

R2 以降の将来人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

第１次産業 0.7％

第２次産業

32.7％

第３次産業

66.3％

その他 0.3 ％

117,137億円
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●住 居                        ●農 業 

着工新設住宅戸数                     農業産出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●商 業                         ●事業所 

商業の構造                                     産業別事業所及び従事者 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 産業及びその他の主要な指標 

（資料）農林水産省「令和元年生産農業所得統計」 （資料）国土交通省「2020 年建築着工統計調査」 

（資料）経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査」 

査」 

（資料）経済産業省「平成 28 年経済センサス-活動調査」 

（注）給与住宅とは社宅,公務員住宅等のことをいう。 

耕種

60.0%

米

21.2%

野菜

20.2%

果実類

14.7%

花き類

2.2%

その他

（耕種）

1.7%

畜産

40.0％
令和元年

1,168億円

31.2%

29.5%

29.3%

26.4%

37.6%

36.1%

42.0%

43.0%

30.5%

32.6%

26.4%

30.2%

0.7%

1.8%

2.3%

0.4%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

令和２年

令和元年

平成30年

平成29年

持家 貸家 分譲住宅 給与住宅

18,434

18,845

20,944

16,050

(戸)

73.5%

32.5%

28.8%

26.5%

67.5%

71.2%

年間販売額

124,765

（億円）

従業者数

268,104

（人）

事業所数

33,337

（所）

卸売業 小売業

卸売・小売業

宿泊業,飲食サービス業

建設業

生活関連サービス業,娯楽業

製造業

不動産業,物品賃貸業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

21.1%

8.3%

6.4%

3.9%

18.1%
2.4%

7.7%

32.1%

26.2%

12.0%

9.0%
8.7%

8.1%

7.1%

6.5%

22.4%

外円:事業所数 内円:従業者数

事業所数

127,057(所)

従業者数

1,302,074(人)
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●工 業 

工業の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●観 光 

総観光客数及び外国人観光客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●土砂災害警戒区域の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）経済産業省「令和 2 年工業統計調査」 

（資料）広島県「平成 31 年広島県観光客数の動向」 

（資料）国土交通省「全国における土砂災害警戒区域等の指定状況」（2021 年 3 月 31 日時点） 
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（箇所）

鉄鋼業

12.2%

プラスチック製品製造業

6.0%

化学工業

4.5%

その他

11.6%

輸送用機械器具製造業

33.5%

生産用機械器具製造業

9.2%

はん用機械器具製造業

5.4%

その他

7.0%

基礎素材型産業

34.3%

加工組立型産業

55.1%

生活関連型産業

10.6%

製造品

出荷額等

97,272億円

49,755 

67,194 

349 

2,760 
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第2章 広島県の都市づくり         都市計画の新たな潮  

 

都市計画は，都市内の限られた土地資源を有効に配分し，都市の健全な発展と秩序ある整備を図るた

め，土地利用，都市施設及び市街地開発事業に関する計画を総合的・一体的に定める計画です。 

具体的には，①長期的な視点から都市の将来像やその実現に向けての大きな道筋を明らかにし，②住

宅や工場などの土地利用に関して用途や密度を適正に配分し，③必要となる道路や公園，下水道等の都

市施設などについての具体的な位置や規模を定めます。これらを一定の制限と事業によって実現するこ

とで，機能的な都市活動を確保し，良好な都市環境を形成しようとするものです。 

 今日の都市計画は，人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化や環境負荷の軽減，防災性の向上，

良好な景観の保全・形成等を総合的に考慮しながら，都市が抱える各種の課題に対応していく必要があ

ります。 

 このため，各都市において地域の実情を踏まえつつ，これまで以上に都市計画を活用することが求め

られます。 

 

■都市計画の形態 

 

適正な土地利用の配置とその都市の機能向上を図る基盤整備等を行うためには，都市の将来計画を明確に確立

することが必要です。 

   ◆都市計画を策定すべき都市計画区域の指定 

   ◆個々の都市計画を実施するための根拠となるマスタープランの策定 

・都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の策定（都市計画区域マスタープラン） 

・市町の都市計画に関する基本的な方針の策定（市町マスタープラン） 

・立地適正化計画の策定（都市再生特別措置法） 

 

長期計画に基づき，都市全体として適正な土地の利用を推進するためには，土地利用制度を活用した規制や誘

導が必要です。 

   ◆無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図るための区域区分制度の選択 

   ◆市街地の適正な土地利用を誘導する地域地区の決定 

   ◆区域区分制度の担保と良質な宅地水準の確保のための開発許可制度 

   ◆地域の実情に応じたきめ細かなまちづくりのための地区計画等の決定 

   ◆居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定と届出制度 

 

快適な都市生活・活動を行うためには，都市施設の整備や宅地の増進，土地利用の高度化等を一体的に行う市

街地開発事業等を実施することが必要です。 

   ◆道路，公園，下水道等の都市施設の整備 

   ◆土地区画整理事業や市街地再開発事業等の市街地開発事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 都市計画の意義 

都市地域における一体的・総合的な計画の確立 

計画的な土地利用の実現のための規制と誘導 

快適な都市生活・活動のための都市基盤整備 
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■目  的 

本県の都市づくりの透明化や都市計画制度の積極的な活用，県と市町の都市計画における一層の連携と協働の実

現に向け，今後の県の都市計画制度の運用についての基本方針として，平成14年３月に「広島県都市計画制度運用

方針」を策定し，運用してきました。 

 その後，これまでの人口増加や成長・拡大を前提とした都市づくりから，一定の区域に無駄なく必要な都市のサ

ービス機能を集約化した集約型都市構造への転換，激甚化・頻発化する自然災害に対するハード・ソフト対策が一

体となった総合的な防災・減災対策，多様な人材をひきつける魅力的な自然的環境や景観等の保全・創出など，都

市づくりに求められる様々な要請に的確に応えるとともに，社会経済情勢の変化に対応した都市計画制度の積極的

な運用と，都市計画における県と市町の連携・協働をより一層推進するため，『広島県都市計画制度運用方針』を

令和元年12月に改定しています。 

 

■位置付け 

 運用方針は，都市計画制度の運用の仕組みや枠組み，考え方などの基本的な事項を定めたものであり，県や市町

が策定するマスタープランや個別の都市計画事業との関係を踏まえ，次のとおり位置付けられています。 

・県の総合計画では，将来にわたって「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と心から思える広島県

の実現を基本理念として策定しており，これを上位計画として位置付けています。 

・県は，「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」（都市計画区域マスタープラン）や個別の都市計画な

どを，広島県都市計画制度運用方針に基づいて検討・策定します。 

・市町に対しては，都市計画に関して県が行う技術的助言の基本指針として，「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」（市町マスタープラン）や個別の都市計画などにおける連携と協働を支えていくものとして位

置付けられます。 

・個々の担当部局それぞれの計画や方針に基づいて進められている基盤整備事業に対しては，地域の総合的な

視点で事業を横通しする都市計画が担うべき役割を明確にし，事業の円滑かつ効率的な推進に向けた連携の

強化を進めるための基本指針として位置付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 広島県都市計画制度運用方針 
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■目  的 

都市計画区域マスタープランは，都市計画法第６条の２の規定に基づき策定するもので，住民に理解しやすい形

であらかじめ長期的な視野に立った都市の将来像を明確にし，その実現に向けての大きな道筋を明らかにすること

を目的としています。 

広島県では，広域的な視点に立って都市づくりを進めていく必要があることから，都市計画区域を越えて強い結

びつきのある一体的な地域（圏域）として「広島圏域」「備後圏域」「備北圏域」の３圏域を設定し，圏域を単位

とした新たな都市計画区域マスタープランを令和３年３月に策定しています。 

 
構成市町 

広
島
圏
域 

広島市，呉市， 

竹原市，大竹市， 

東広島市，廿日市市， 

安芸高田市，江田島市， 

府中町，海田町， 

熊野町，坂町， 

安芸太田町，北広島町，

大崎上島町 

備
後
圏
域

三原市，尾道市， 

福山市，府中市， 

世羅町，神石高原町 

備
北
圏
域

三次市，庄原市 

 
 

 

■目標年次 

圏域の長期的な発展方向を踏まえ，最新の国勢調査が行われた年次を基準とし，策定から概ね20年後(令和22

（2040）年)の都市の姿を展望しつつ，概ね10年以内の各々の都市計画の整備目標を定めています。 

 

基準年次 目標年次 

平成27 (2015)年 令和12 (2030）年 

 

■広島県の都市を取り巻く課題と潮流 

都市構造の視点 
国内外から魅力ある地域として 

選ばれるための視点 

県民一人一人が地域に愛着と誇り

を持ち，住み続けるための視点 

①低密度に拡散した市街地 

②中山間地域等における既存集落

の居住環境 

③デジタル技術の進展 

①都市間競争の激化 

②移住・定住に対する意識の高まり 

③交流人口の増加 

④多様な人材をひきつけるまちづ

くり 

①ものづくり産業の集積と将来的

な地域経済の縮小の懸念 

②日常生活サービスの維持・向上 

③災害・地球環境問題 

④住民ニーズや価値観の多様化 

⑤「新しい生活様式」への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 広島県都市計画区域マスタープラン 

☛デジタル技術の進展 
デジタル技術とデータなどを積極的活用することで，都市や地域が抱える問題の解決を図り，持続可能

な都市経営を実現するため，スマートシティの取組が始まっています。 

☛「新しい生活様式」への対応 
新型コロナウイルス感染症の全世界的な感染拡大は，これまでの働き方や移動手段，日常生活などに大

きな影響を与え，オンライン授業やテレワークなどのデジタル技術を急速に普及させる一方で，人と人と

の密を避ける自宅近くの公園の価値が再評価されるなど，ライフスタイルや価値観を変化させ，地方都市

が見直される変化を生じさせています。この変化を地域の活性化に繋げるためには，「都市と自然の近接

性」という大都市圏にはない地域特性を活かした広島らしいライフスタイルを実現させる，ゆとりと魅力

あるまちづくりや居住環境の創出を図る必要があります。 
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■広島県における都市の目指すべき将来像 

 広島県の都市を取り巻く課題と潮流を踏まえ，広島県における都市の目指すべき将来像を次のとおり設定してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 医療・福祉施設，商業施設や住居等がまとまって立地し，公共交通によりこれらの生活利便施設にアクセスでき

る「コンパクト+ネットワーク型の都市」に再構築します。 

 また，災害に強く，誰もが暮らしやすい「安全・安心」を基本に，新型コロナウイルス危機後の社会が求める空

間に対する新たな価値観を踏まえ，様々な人材や企業をひきつける「活力」と「魅力」に満ちあふれた都市を，住

民が主体となり，行政がサポートしながら協働で作り上げていきます。 

 これらの将来像は，交通や安全・安心などの分野におけるデジタル技術やデータなどを積極的に活用し，スマー

トシティの取組を進めながら実現していきます。 

 

＜将来像のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新たな都市計画区域マスタープランの要点 

○ コンパクト+ネットワーク型の都市 

・ 人口減少社会において日常生活サービスを効率的に享受できる集約型都市構造の形成 

・ 災害リスクの高い区域に立地した居住を安全で利便性の高いエリアへと誘導 

・ 集約された拠点の多様なサービスを享受するために拠点間を結ぶネットワークの強化 

○ 安全・安心を基本に，活力と魅力に満ちあふれた都市 

・ 総合的な防災・減災対策による安全・安心に暮らせる都市づくり 

・ イノベーションを生み出す多様な人材を呼び込む魅力的な都市空間の形成 

・ 転出の抑制やＵＩＪターンの拡大に向け，「都市と自然の近接性」を活かした大都市圏にはない広島らしい

ゆとりと魅力あるまちづくりの推進 

○ デジタル技術の進展や新型コロナ危機の対応などを踏まえて求められる新しい社会 

・ データと新技術を活用したまちづくり（スマートシティ化） 

・ 新しい生活様式に対応したゆとりある空間の形成 

 

コンパクト+ネットワーク型の都市 

活力を生み出す都市 魅力あふれる都市 安全・安心に暮らせる都市 

住民主体のまちづくりが進む都市 

 

 

 

 

 

 

 

【目指す都市構造】 

「コンパクト+ネットワーク型」の都市

【目指す都市の姿】 

災害に強く，誰もが暮らしやすい 

「安全・安心」を基本に， 

「活力」と「魅力」に満ちあふれた都市

【まちづくりの担い手】 

住民が主体となり，行政がサポートする

コンパクト+ネットワーク型の都市 

 

安全・安心に暮らせる都市 

  

 
住民主体のまちづくり 

が進む都市 

魅力あふれる 

都市 

活力を生み出す

都市
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地域の課題を解決する 

スマートシティ化の推進 

ＩＣ周辺等の市街化調整区域に

おける地区計画の適切な運用 

緑地の保全と都市緑化の推進 

地域交通ネットワークの強化 

と再構築 

市街化調整区域への編入 

（逆線引きの推進） 

居住・都市機能の誘導 

災害リスクの高い区域における 

都市的土地利用の制限 

（流域治水等の対応） 

エリアマネジメントによる 

継続的な都市づくり 

市街地再開発事業等の推進 

都市づくりに係る 

民間活動の支援 

地区計画の活用及び用途地域の変更 

（拠点性の向上） 

市街化調整区域における 

開発許可制度の適切・柔軟な運用 

（50 戸連たん等の見直し・廃止） 

歩きやすく移動しやすい 

都市空間づくり 

（ウォーカブルシティの形成） 

ＩＣ周辺の立地条件が良い土地が未活用 

市街地内の緑の減少

市街化調整区域への宅地開発 

災害リスクの高い区域への 

市街化の進行 

地域交通ネットワークの

縮小・弱体化 

都市のスポンジ化の進行 地域コミュニティの停滞 

現状の都市像 

公園，緑地等の 

オープンスペースの充実 

将来の都市像 

現状と将来の都市像 概念図
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第3章 都市計画の概要            都市計画の新たな 

 

「都市計画」は，都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための総合的な計画であり，都市計画で定

める主な内容は土地利用，都市施設及び市街地開発事業等に関する計画です。都市計画は，原則として

都市計画区域内において策定されます。 

 

◆都市計画の内容 

 

 

1 都市計画の概要 

都

市

計

画

都市計画区域マスタープラン 全ての都市計画区域における整備，開発及び保全の方針

都市再開発方針等 市街地における長期的かつ総合的な都市再開発の方針

市街化区域と市街化調整区域
（市街化を促進する区域）（市街化を抑制する区域）

１３種類の用途地域をはじめとする地域地区

都市計画によってつくられる各種の公共施設

土地区画整理事業
（総合的に都市環境の向上と土地利用の増進を目的とする事業）

市街地再開発事業
(老朽化した都市機能を計画的意図のもとにつくりかえる事業）

新住宅市街地開発事業・・・など
（ニュータウンをつくりだす事業）

土地利用

都市施設

市街地開発事業等

比較的小規模な地区を単位として，きめ細かいよりよいまちづくり
のために定める計画

地区計画等
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■都市計画区域 

 

 

 

 

○都市計画区域指定の法定要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■準都市計画区域 

  

 

 

 

 

 

 

2 都市計画区域 

準都市計画区域は，インターチェンジ周辺等，都市計画区域外であっても建築活動が活発に行われる

等，土地利用の規制誘導を行わず放置すれば，将来の都市整備等に支障がある土地の区域に定めます。準

都市計画区域は，土地利用の整序又は環境の保全を目的としており，土地利用に関する都市計画を定める

ことはできますが，都市施設や市街地開発事業は定めないこととなっています。 

都市計画区域とは，健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという，都市計画の基本理念を

達成するために，都市計画法と建築基準法等の法令の適用を受ける土地の区域の範囲として県が指定するもの

です。 

＜都市計画区域の指定による効果＞ 

＜都市計画区域の指定後にできる事柄＞ 

都市計画区域マスター
プラン等の策定

　都市の将来像及びそれに関わる総合的な施策の体系を住民に分かりやすく明示することにより，
地域の総論レベルの合意形成が図られます。

地域地区等の指定

　都市機能の維持増進，住環境の保護などを目的とした土地の適正かつ合理的利用を図るため，用
途地域等の地域地区を定めることができます。
　また，風致地区や景観地区，伝統的建造物群保存地区等を指定することにより，都市としての美
観・風致の維持・形成を図ることができます。

都市施設の計画・整備

　道路，公園，下水道等の都市の基盤となる施設については，必要なものについて都市計画の決定
を行うことにより，整備に必要な区域を明確化することができ，また，その過程において施設の規模，
配置を広く住民に示されるため，合意形成が容易となり，事業の明確化とともに，円滑で着実な整備
が可能となります。

市街地開発事業の導入

　市街地の合理的かつ健全な土地利用及び宅地の増進や都市機能の更新を図るため，道路等の基
盤整備と建築物が立地する宅地とを一体的に整備する土地区画整理事業等の市街地開発事業は，
積極的なまちづくりの手法として有効な事業です。
　市街地開発事業は，都市計画区域内でなければ施行できません。

地区計画等の活用
　既存の他の都市計画を前提に，ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に，その地区の実情に
合ったよりきめ細かい規制を行うため，区域の指定された用途地域の規制を，強化，緩和することが
でき，各街区の整備及び保全を図ることがでます。

その他 　都市公園法，樹木保存等の適用が可能となります。

◆次のいずれかに該当し，かつ，一体の都市として総合的に整備し，開発し，および保全する必要がある区域であ
ること。 

 
 ①市であること 
 ②当該町村の人口が１万人以上であり，商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の 50 パーセン

ト以上であること。 
 ③概ね 10 年以内に②に該当する見込みがあること。 
 ④温泉その他の観光資源があることにより他数人が集中するため，特に，良好な都市環境の形成を図る必要があ  

ること。 
 ⑤災害により，市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失し，当該市街地の健全な復興を図る必要が 

あること。 

開発行為の制限

　3,000㎡以上（市街化区域内であれば1,000㎡以上）の開発行為は県知事等の許可を受けなけれ
ばなりません。
　これにより道路・公園・排水施設など一定の技術水準が確保され，災害及び公害防止，自然環境
の保全などが図られます。

建築規制の適用

　建築物の新築又は10㎡を越える増改築をしようとする場合には，工事着工前に建築主事又は国土
交通大臣等の指定を受けた者による確認を受ける必要があります。
　これにより，建築物の構造等に制限を加え，それを利用している人々の生命，財産を守るとともに，
建築物の形態，用途，接道等についても制限を加え，人口や産業などの集中に伴う生活環境や生
産・商業活動の低下を抑える効果があります。

土地取引の届出

　市街化区域は2,000㎡以上，市街化区域を除く都市計画区域は5,000㎡以上，都市計画区域以外
の区域は10,000㎡以上の土地（一団の土地）について，土地売買等の契約を締結した場合に，届出
対象となります。
　これにより，土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに，適性かつ合理的な土地利用の確
保が図られます。

地価公示
　都市計画区域内の標準地について，年1回，正常な土地価格を公示することとなり，公共収用や民
間の土地取引の指標となります。
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◆都市計画区域と準都市計画区域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆広島県の都市計画区域と準都市計画区域 

県内２３の市町のうち，２０の市町で２2の都市計画区域，１の準都市計画区域が指定されています。 

（令和３年３月現在） 

  

都市計画区域（線引き）

準都市計画区域

市街化調整区域

用途地域

市街化区域（用途地域）

白地地域

都市計画区域（非線引き）
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都市計画区域マスタープラン等は，都市計画区域を一体の都市として総合的に整備，開発及び保全す

るための基本的な方針を示すもので，個別の都市計画はこれらの方針に即して決定されることとなりま

す。 

 

■都市計画区域マスタープラン 

都市計画区域マスタープランは，住民に理解しやすい形であらかじめ長期的な視野に立った都市の将来像を明確

にし，その実現に向けての大きな道筋を明らかにすることを目的としています。 

 

◆策定内容 

都市計画区域マスタープランでは，都市計画法と広島県都市計画制度運用方針により，以下の内容を定めること

となっています。 

 

■市町マスタープラン 

市町マスタープランは，都市計画区域

マスタープランに即し，各市町の区域を

対象として，住民に最も身近な地方公共

団体である市町が，より地域に密着した

見地から，その創意工夫の下に，市町の

定める都市計画の方針を定めるものです。 

 

■立地適正化計画 

立地適正化計画は，都市計画区域マスタ

ープランに即するともに，市町マスタープ

ランとの調和を図りつつ，都市全体を見渡

しながら将来の都市像を描き，都市拠点へ

の居住機能や医療・福祉・商業・公共交通

等のさまざまな都市機能を誘導することによ

り，コンパクト+ネットワーク型の都市の実

現に向け，市町が策定する計画です。 

令和３年３月末時点で，県内８市町が策定

を行っています。 

また，都市再生特別措置法（令和２年９月施行）の改正により，居住誘導区域に残存する災害リスクに対して防

災指針を定め，必要な防災・減災対策に取り組むことが義務付けられました。 

 

■都市再開発方針等 

都市再開発方針等は，市街地における都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランで，次の4種類の方針を定
めます。 

①都市再開発の方針 ②住宅市街地の開発方針 
③拠点業務市街地の開発整備の方針 ④防災街区整備の方針 

３ 都市計画区域マスタープラン等 

＜都市計画区域マスタープランにおいて定める事項＞ 

○都市計画の目標 

（概ね20年後の広域的な都市の将来像とその実現のプロセスと都市づくりの基本理念を示します。） 

○各都市計画区域で，区域区分をするか否かを判断し，する場合はその方針を定めます。 

○主要な都市計画決定の方針 

（土地利用や都市施設の整備等に関する方針について定めます。） 

都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン ・ 都 市 開 発 方 針 等 と

市 町 マ ス タ ー プ ラ ン ・ 立 地 適 正 化 計 画 の 関 係

都市再開発方針等

広域・根幹的事項（県内全域）

市町マスタープラン 
地域密着事項（市町）

市町立地適正化計画 

市町マスタープランの高度化版（市町）
調和

連携・調和

反映

都市計画区域マスタープラン 



- 14 - 

 

 
 

（令和３年３月３１日現在） 

都市再開発方針等 

土地利用 

都市施設 

市街地開発事業 

地区計画等 

市街化区域及び市街化調整区域

市街化区域

市街化調整区域

地域地区 
用途地域

 第一種低層住居専用地域

 第二種低層住居専用地域

 第二種中高層住居専用地域

 第一種中高層住居専用地域

 第一種住居地域 
 第二種住居地域 

近隣商業地域 

 準住居地域 

 商業地域 
 準工業地域 
 工業地域 
 工業専用地域 

特定用途制限地域

高度地区 高度利用地区

高層住居誘導地区

特定街区

防火地域 準防火地域

景観地区 風致地区 緑地保全地域

歴史的風土特別保存地区

第一種，第二種歴史的風土保存地区 流通業務地区 生産緑地地区 伝統的建造物群保存地区 
航空機騒音障害防止地区 航空機騒音障害防止特別地区

市街地再開発促進区域 土地区画整理促進区域 住宅街区整備促進区域
促進区域 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

遊休土地転換利用促進地区 
被災市街地復興推進地域 
道路

公園

駐車場 自動車ターミナル都市高速鉄道 その他の交通施設

緑地 広場 墓園 その他の公共空地
水道 電気供給施設 ガス供給施設 下水道

汚物処理場 ごみ焼却場 その他の供給施設又は処理施設

河川 運河 その他の水路 
学校

保育所 その他の医療施設又は社会福祉施設病院

図書館 研究施設 その他の教育文化施設

市場 と 畜場 火葬場 

一団地の官公庁施設 
一団地の住宅施設 

流通業務団地 

一団地の津波防災拠点市街地形成施設

電気通信事業用施設・ 防風・防火・ 防水 ・防雪・ 防砂 ・防潮の施設

土地区画整理事業

市街地開発事業 工業団地造成事業 新住宅市街地開発事業

市街地再開発事業

新都市基盤整備事業 住宅街区整備事業

市街地開発事業等 
予定区域 

新住宅市街地開発事業の予定区域

工業団地造成事業の予定区域

新都市基盤整備事業の予定区域

区域の面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域

一団地の官公庁施設の予定区域

流通業務団地の予定区域

地区計画

沿道地区計画

集落地区計画

防災街区整備地区計画
地区計画等 

広島県内において定めているもの

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針

都市再生特別地区

産業廃棄物処理施設 

特定防災街区整備地区

防災街区整備事業

特別用途地区

緑化地域

歴史的風致維持向上地区計画

特別緑地保全地区 

特例容積率適用地区

駐車場整備地区 臨港地区

平和記念施設 

居住調整地域 特定用途誘導地区

一団地の復興再生拠点市街地形成施設 一団地の復興拠点市街地形成施設 

 田園住居地域 

居住環境向上用途誘導地区 

 

 

 

4 都市計画の内容 
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4-1 土地利用 

 土地利用計画は，健康で文化的な都

市生活及び機能的な都市活動を確保

するために，適正な制限のもとに都

市における土地の合理的利用が図ら

れるよう定めます。 

 また，土地の造成や建築行為など

に対し，一定の制限を加えることに

より，健全な市街地への誘致・形成

を図ります。 

 市街地の無秩序な拡大を防止し，

機能的な都市を形成するとともに快

適な都市生活を実現するため，都市

地域全体の合理的な土地利用計画を立て，開発行為，建築行為を計画的に誘導していく必要があります。 

 都市計画法においては，市街化区域及び市街化調整区域や用途地域，特別用途地区，防火地域及び準

防火地域，風致地区，その他の地域地区等の制度があります。 

 

◆土地利用計画一覧表 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

準

住

居

地

域

田

園

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

大 竹 市

廿 日 市 市

広 島 市

府 中 町

海 田 町

熊 野 町

坂 町

呉 市

三 原 市

尾 道 市

福 山 市

府 中 市

東 広 島 東 広 島 市

竹 原 竹 原 市

三 次 圏 三 次 市

庄 原 庄 原 市

因島瀬戸田 尾 道 市

宮 島 廿 日 市 市

東 城 庄 原 市

安 芸 津 東 広 島 市

川 尻 安 浦 呉 市

上 下 府 中 市

江 田 島 江 田 島 市

西 城 庄 原 市

千 代 田 北 広 島 町

吉 田 安芸高田市

本 郷 三 原 市

河 内 東 広 島 市

世 羅 甲 山 世 羅 町

佐 伯 廿 日 市 市

音 戸 呉 市

御 調 尾 道 市

広島湯来※ 広 島 市 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

※　準都市計画区域

伝

統

的

建

造

物

群

保

存

地

区

航

空

機

騒

音

障

害

防

止

地

区

航

空

機

騒

音

障

害

防

止

特

別

地

区

居

住

環

境

向

上

用

途

誘

導

地

区

広 島 圏

備 後 圏

歴

史

的

風

土

特

別

保

存

地

区

第

一

種

歴

史

的

風

土

保

存

地

区

第

二

種

歴

史

的

風

土

保

存

地

区

緑

地

保

全

地

域

流

通

業

務

地

区

生

産

緑

地

地

区

防

火

地

域

準

防

火

地

域

景

観

地

区

風

致

地

区

駐

車

場

整

備

地

区

臨

港

地

区

高

層

住

居

誘

導

地

区

高

度

地

区

高

度

利

用

地

区

特

定

街

区

都

市

再

生

特

別

地

区

特

定

用

途

誘

導

地

区

都

市

計

画

区

域

名

市

町

名

市

街

化

区

域

・

市

街

化

調

整

区

域

地　　　　域　　　　地　　　　区

促

進

区

域

地

区

計

画

等

用　　途　　地　　域

特

別

用

途

地

区

特

定

用

途

制

限

地

域

 

 

 

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道
道路

土地区画整理事業
市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域

商業地域

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

公園 地区計画

区域区分

地域地区
【例︓用途地域】

都市施設
市街地開発事業

地区計画

都市全体の
計画の見取り図

R3.3.31
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■市街化区域と市街化調整区域（区域区分） 

都市計画区域は，無秩序な市街化

を防止し，計画的に市街化を進める

ため，区域を市街化区域と市街化調

整区域とに区分する場合があります。

（市街化区域と市街化調整区域の線

を引くことから，区域区分のことを

「線引き」とも呼びます。） 

区域区分をするか否かは，県が，

都市計画区域マスタープランにおい

て決定します。 

本県では，広島圏都市計画区域，

備後圏都市計画区域及び東広島都市

計画区域の３都市計画区域において区域区分を定めています。 

 

◆区域区分の見直し 

市街化区域への編入を公共施設整備が確実でない段階で行うと，無秩序な開発を招き，かえって劣悪な市街地を 

形成してしまうおそれがあります。区域区分の見直しは次のように行います。 

 

○定期的な見直し 

 

 

 

 

 

 

○随時の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画基礎調査の結果を踏まえて，定期的に人口，商業，工業の将来動向から必要とされる市街化区域面積

（フレーム）を算出し，フレームの範囲内で区域区分の見直しを行います（定期見直し）。フレームは，あらか

じめ農林漁業等との調整を図った上で，都市計画区域マスタープランに位置付けています。 

具体的な市街地整備の計画のあるものとして定期見直し時に位置付けた区域（特定保留区域）については，市

街地整備の見通しが確実になった段階で，随時，市街化区域に編入します。 

また，社会情勢の変化や市街地の進展状況等を踏まえ，必要に応じ，都市計画区域マスタープランに位置付け

たフレームの範囲内で区域区分の見直しを行います。 

特定保留区域 
市街地整備の見通し

が確実になった段階

で市街化区域に編入 
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■地域地区 

 地域地区は土地の自然的条件や土地利用の動向を考えて，住居，商業，工業等その他の用途を適正に配分する 

ことにより，都市における住居の環境を保護し，商業等の利便の増進を図ることを目的として定めます。 

 また，都市としての景観，風致を維持し，公害，火災等を防止するなど，適正な都市機能の維持増進を図って 

良好な市街地を形成するため用途地域や防火・準防火地域，風致地区等の地域地区を定めます。 

 

◆用途地域 

用途地域は，都市機能及び都市環境の維持増進を図るため，建築物の用途・形態・容積等について守るべき最低 

限度のルールを定めるもので，現在本県では22の都市計画区域（1の準都市計画区域含む）14市6町に定めてい 

ます。 
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◆用途地域による建築物の用途制限の概要 

各用途地域における住居の環境の保護や，商業・工業などの業務の利便の増進を図るために，建築する 

ことができる建築物の用途については，次のとおり制限が行われます。 

なお，本表は，建築基準法別表第二の概要であり，すべての制限について記載したものではありません。 

 

 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

準

住

居

地

域

田

園

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

備            考

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 非住宅部分の用途制限あり。

× ① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④

× × ② ③ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ④

× × × ③ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ▲3,000㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ▲3,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ▲ ▲

× × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ▲ ×

× × × × × × ▲ × ○ ○ ○ × × ▲客室200㎡未満

× × × × × × × × × ○ ▲ × × ▲個室付浴場等を除く。

× × × × × × × × ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

× × ▲ ▲ ▲ ▲ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲300㎡以下  ２階以下

① ① ② ② ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × ① ② ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○

①  ２階以下かつ1,500㎡以下

②  3,000㎡以下

■  農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

× ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 原動機の制限あり。  ▲２階以下

× × × × ① ① ① ■ ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × × × ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × ○ ○

× × × × ① ① ② × ③ ③ ○ ○ ○

 作業場の床面積

① 50㎡以下  ② 150㎡以下  ③ 300㎡以下

原動機の制限あり

量が非常に少ない施設 × × × ① ② ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

量が少ない施設 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

量がやや多い施設 × × × × × × × × × × ○ ○ ○

量が多い施設 × × × × × × × × × × × ○ ○

注）大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場、店舗、飲食店、展示場、遊戯場、勝馬投票券販売所、場外車券売場等に供する施設で、その用地に供する部分の床面積が10,000㎡を超えるも

のという。

大規模集客移設　注）

火薬、石油類、ガスなどの危険物の

貯蔵・処理の量

①  1,500㎡以下  ２階以下

②  3,000㎡以下

都市計画区域内においては都市計画決定が必要卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 原動機・作業内容の制限あり

作業場の床面積

①  50㎡以下  ②  150㎡以下

■  農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

自動車修理工場

自動車教習所

工

場

・

倉

庫

等

単独車庫（附属車庫を除く）

建築物附属自動車車庫

①②③については、建築物の延べ面積の１／２以下かつ備

考欄に記載の制限

①  600㎡以下１階以下

②  3,000㎡以下２階以下

③  ２階以下
※一団地の敷地内について別に制限あり。

倉庫業倉庫

自家用倉庫

畜舎（15㎡を超えるもの）

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下

公

共

施

設

・

病

院

・

学

校

等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

神社、寺院、教会等

病院

公衆浴場、診療所、保育所等

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

ホテル、旅館

遊

戯

施

設

・

風

俗

施

設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

カラオケボックス等

麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧場

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

事

務

所

等

事務所等の床面積が150㎡以下のもの

▲２階以下

事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの

事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の

延べ面積の２分の１未満のもの

店

舗

等

店舗等の床面積が150㎡以下のもの ①  日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具屋等のサービス業

用店舗のみ。 ２階以下

② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の

支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。 ２階以

下

③  ２階以下

④  物品販売店舗及び飲食店を除く。

■  農産物直売所、農家レストラン等のみ　２階以下

店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの

店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

　　　　　用途地域内の建築物の用途制限

　○  建てられる用途

　×  建てられない用途

　①、②、③、④、▲、■：面積、階数等の制限あり

店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

▲10,000 ㎡以下 

▲10,000 ㎡以下 

のをいう。 
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○容積率・建蔽率の制限 

 良好な市街地環境の保全・形成や，道路・下水道等の整備とバ

ランスを図るために，地域の特性に応じて，容積率（建築物の延

べ床面積の敷地面積に対する割合）及び建蔽率（建築物の建築面

積の敷地面積に対する割合）の最高限度が定められます。 

 

○外壁の後退距離の限度，建築物の敷地面積の最低限度 

 低層住宅に係る良好な住居環境の確保のために必要な場合，

「外壁の後退距離の限度」や「建築物の敷地面積の最低限度」を

定めます。 

・「外壁の後退距離の限度」 

建築物等を建てるときに，道路又は敷地の境界から1mまた1.5m

以上離します。（第一種，第二種低層住居専用地域） 

・「建築物の敷地面積の最低限度」 

建築物を建てるには，定められた面積以上の敷地が必要です。

（ただし，既に，定められた面積未満の敷地となっている場合は，

敷地を分割しなければ建築物を建てられます。） 

 

○高さ制限 

 市街地や各建築物の採光，通風，開放性を確保するために，用途地域に応じて，建築物の高さについて制限があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1種
低層住
居専用
地　域

第2種
低層住
居専用
地　域

第1種
中高層
住居専用
地　域

第2種
中高層
住居専用
地　域

第1種
住居地域

第2種
住居地域

準住居
地　域

田園
住居
地域

近　隣
商業地域

商　業
地　域

準工業
地　域

工　業
地　域

工業専用
地　域

都市計画
区域内で
用途地域
の指定の
ない区域

50,60
80,100
150,200

100,150
200,300
400,500

200, 300
400, 500
600, 700
800, 900
1000
1100
1200
1300

100
150
200
300
400
500

50
80
100
200
300
400
＊

30,40
50,60

60,80 80
50,60
80

50,60
30,40
50,60

30,40,50
60,70＊

1,1.5

10,12

適用距離
（ｍ）

20,25,30

勾　　配 1.25
1.25
1.5＊

立ち上り
（ｍ）

20,31

勾　　配
1.25
2.5＊

立ち上り
（ｍ）

5

勾　　配 1.25

＊　　特定行政庁※が県都市計画審議会の議を経て定めるもの
＊＊　特定行政庁が県都市計画審議会の議を経て定めるもの。第1種，第2種中高層住居専用地域では指定容積率が400,500％の区域に限る
＊＊＊200㎡超の制限は地区計画により適用可能

50,60,80,100
150,200

30,40,50,60 50,60,80

1,1.5

20　　　25　　　30　　　35

用途地域

指定容積率（％）

建蔽率（％）

外壁の後退距離（ｍ）

絶対高さ制限（ｍ）

北
側
斜
線

1.25

1.25

敷地規模規制の下限値 

斜
　
線
　
制
　
限

道
路
斜
線

隣
地
斜
線

10,12

100,150,200
300,400,500

20（31　＊＊） 31（適用除外を選択可＊）

2.5（適用除外を選択可＊）

1.25（1.5を選択可＊＊） 1.5

200㎡以下の数値＊＊＊

20,25,30,35
20,25,30
35,40,45,50

5 10

1.25（1.5を選択可＊＊）

100, 150
200, 300
400

＊  特定行政庁※が県都市計画審議会の議を経て定めるもの 

＊＊ 特定行政庁が県都市計画審議会の議を経て定めるもの。第 1 種，第 2 種中高層住居専用地域では指定容積率が 400，500%の区域に限る 

＊＊＊200 ㎡超の制限は地区計画により適用可能 

※特定行政庁:建築主事を置く市町の区域においては当該市町の長をいい，その他の市町の区域については県知事をいう。 

広島県内では，広島市，呉市，福山市，三原市，尾道市，東広島市，廿日市市の 7 市が特定行政庁となっており，三次市は建築基準法第 6 条第 1 項第四号の建築物に限り

事務を行う限定特定行政庁となっている。 

(      ) ※1 建築面積（建築物を真上から見たときの面積）

※2 延べ面積（建物の床面積の合計） 
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○斜線制限 

 斜線制限は，敷地の境界に接して高い建物が建たないようにするための制限で，隣の敷地の境界や，敷地が接し

ている道路の反対側の境界から建物までの水平距離との割合で，建てられる高さの限度が決まります。 

 通風・採光・日照・開放感等の日常生活における良好な環境の確保を目的とするもので，次のように制限されて

います。 

●住居系用途地域の場合 ●その他の場合●住居専用地域・田園住居
地域の場合

※ 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て
指定する地域では、1.5を指定することも可。

☆ 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て
指定する地域では、それぞれ1.5、31mを指定
することも可。

★ 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て
指定する地域では、適用除外とすることも可。

道
路

20m☆

20～35m

1.25☆

1.25※

1
1

隣地境界線

隣地斜線前面道路斜線

20～50m
隣地境界線

31m★

2. 5★

1. 5

1

1

道
路

５m
又は
１０ｍ

1.25
1

隣地境界線

真北
北側斜線

規制内容 用途地域 制 限 数 値

前面道路斜線
(法56条①一)

住居系用途地域 適用距離 20､25､30､35ｍ 斜線勾配 1.25

商業系用途地域
適用距離 20､25､30､35、

40､45､50ｍ
斜線勾配 1.5

工業系用途地域 適用距離 20､25､30､35ｍ 斜線勾配 1.5

用途地域の指定のない
区域

適用距離 20､25､30､35ｍ 斜線勾配 1.25､1.5

隣地斜線
(法56条①二)

低層・田園住居地域以外
の住居系用途地域

立ち上げ高さ 20ｍ 斜線勾配 1.25

商業・工業系用途地域 立ち上げ高さ 31ｍ 斜線勾配 2.5

北側斜線
(法56条①三)

低層住居専用地域・田園
住居地域

立ち上げ高さ ５ｍ 斜線勾配 1.25

中高層住居専用地域 立ち上げ高さ 10ｍ 斜線勾配 1.25
 

 

○日影制限 

 日影制限は，建築基準法第56条の2（日影による中高層建築物の高さの制限）に規定されています。 

 地方公共団体が，法に定められている一定の範囲内で，制限を受ける地域[対象区域]と隣接地に生じさせてはな

らない日陰になる部分の時間[日影時間]を，条例で指定することによって規制が適用されます。 

 広島県では，広島県建築基準法施行条例で，これらを指定しています。 
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◆特別用途地区 

特別用途地区は，用途地域内において，地域の特性を活かし，

土地利用の増進，環境の保護等を図るため，基本となる用途を補

完して定める地域です。 

現在本県では，呉市，三原市，福山市，府中市，熊野町に定め

られています。 

 また，これらの地区の指定の目的のためにする建築物の制限

又は禁止に関する規定は，地方公共団体の条例で定めることとな

っています。 

                        

◆高度利用地区 

高度利用地区は，用途地域内の市街地における土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新を図るため，容積率の最高限度及

び最低限度，建蔽率の最高限度，建築物の建築面積の最低限度並び

に壁面の位置の制限を定める地区です。 

市街地再開発事業や住宅街区整備事業の施行区域においては，こ

の区域の指定が必要となっています。 

現在本県では，広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市に定めら

れています。 

  

◆特定街区 

特定街区は，市街地の整備改善を図るため，まとまった街区を 

一単位として総合的に建物の形態をととのえて整備するために定 

めます。 

この街区内にあっては，公共的空地を確保する等の都市計画的 

配慮の払われた街区ごとの建築計画をたて，一般的な建築物の高 

さの制限，斜線制限等の適用を排除して，これに代わって，都市 

計画の施設として高さの最高限度・壁面の位置・容積率を定める 

ことができるとされています。 

現在本県では，広島市に定められています。 

 

◆都市再生特別地区 

都市再生特別地区は，都市再生緊急整備地域内において，都市の

再生に貢献し，土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため，既存

の用途地域等に基づく規制をすべて適用除外とした上で，誘導すべ

き用途，容積率の最高限度及び最低限度，建蔽率の最高限度，高さ

の最高限度，壁面位置の制限を定める地区です。 

現在本県では，広島市に定められています。 

 

 

 

◆特定用途誘導地区 

特定用途誘導地区は，立地適正化計画に記載された都市機能誘導

区域のうち，医療，福祉，商業等の誘導したい機能（誘導施設）を

有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域につい

て定める地区です。特定用途誘導地区を定めることにより，誘導施

設を有する建築物について容積率，用途制限を緩和することが可能

となります。現在本県では，廿日市市に定められています。 

広島駅南口Ｂ，Ｃブロック（広島市） 

©広島市 

基町特定街区（広島市） ©広島市 

三原駅前地区（三原市） 
©旭鉄工(株) 西本 貢さん 

地域医療拠点地区（廿日市市） 

郷原特別工業地区及び桑畑特別工業地区（呉市） 
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◆防火・準防火地域 

都市の防火対策として，市街地の中心部などで土地利用度，建築密度が高く，防災上とくに重要な地区を指定し，

建築基準法により建築材料，構造等の規制をして市街地における火災の危険を防止するため定める地域です。 

現在本県では，広島市，呉市，尾道市，福山市，竹原市に定められています。 

 

◆景観地区 

景観地区は，都市計画区域内において市街地の良好な景観の保全及び創出を図ることを目的とする地域地区で，

景観法に基づき都市計画に定められるものです。 

 景観地区内では，都市計画による建築物の形態意匠の制限や建築物の高さの最高限度又は最低限度，壁面位置の

制限などや，条例に基づく工作物の形態意匠の制限及び開発行為の規制などが生じ，より積極的に良好な景観形成

を誘導していくこととなります。現在本県では，尾道市景観地区（尾道市），福山城周辺景観地区（福山市），宮

島口景観地区（廿日市市）が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風致地区 

風致地区は，自然の景観を維持し，又は名勝，史跡の環境を保護して都市の自然美が破壊されることを防ぐため

指定されます。この地区内では風致を維持するため建築物のみならずその他の工作物や土地の形質の変更等につい

て規制が行われます。現在本県では，福山市，竹原市，庄原市，廿日市市に定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾道市景観地区（尾道市） 福山城周辺景観地区（福山市） 

寺山風致地区（竹原市） 上野池風致地区（庄原市） 
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◆駐車場整備地区 

駐車場整備地区とは，商業地域・近隣商業地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・準工業地域

（第一種及び第二種住居地域・準住居地域・準工業地域においては，特別用途地区で政令で定めるものの区域内に

限る）内，又はこれらの地域の周辺地域において自動車交通が著しくふくそうする地区で，道路の効用を保持し円

滑な道路交通を確保するため，駐車場の必要があると認められる区域で，都市計画で定める地区です。 

 駐車場整備地区に指定されると，市町は，その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供

給の現況及び将来の見通しを勘案して，その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画（「駐車

場整備計画」という）を定めることとしており，地方公共団体は，その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設

置するものとしています。 

また，駐車場整備地区内の大規模な建築物については，条例の定めるところにより，駐車施設の付置義務が課せ

られます。条例によって設置が義務づけられた駐車施設を付置義務駐車施設といいます。現在本県では，広島市及

び呉市に定められています。 

 

◆臨港地区 

臨港地区は，港湾の管理運営上，港湾施設としての機能を整備し，港湾周辺の効率的利用を図るため指定される

ものです。 

臨港地区の分区内においては，港湾法第40条に基づき条例により用途規制を行うこととなります。 

 現在本県では，広島市，大竹市など１０市２町に定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆流通業務地区 

流通業務地区は，都市区域に，過度に集中立地している流通業務施設について，それぞれの機能に応じて既成市

街地の外周及び臨海の地域で，かつ，交通等立地条件の良好な位置に分散を図るとともに，既成の業務機能を誘導

して計画的に再編成を行い，あわせて大都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため決定するも

のです。 

この地区は，都市計画の地域地区として決定されますが，

その規制の内容等については，「流通業務市街地の整備に

関する法律」に定められています。この法律に基づき，昭

和47年9月「広島市についての流通業務施設の整備に関す

る基本方針」が決定され昭和59年1月に改正されました。 

この方針の中で，当面整備する流通業務地区は東部，西

部及び北部とされており，整備状況にあわせて順次指定を

進めることとしています。 

 現在本県では，広島市，海田町，坂町に定められていま

す。 

 

 

 

 

 

大竹港（大竹市）広島港（広島市） ©広島市 

広島市西部流通業務地区（広島市） ©広島市 
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◆生産緑地地区 

生産緑地地区とは，市街化区域内において緑地機能及び

多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し，良好

な都市環境の形成に資することを目的として決定するもの

です。現在本県では，広島市に定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆伝統的建造物群保存地区 

 伝統的建造物群保存地区とは，伝統的建造物群が周囲の

環境と一体をなして形成している歴史的風致を維持するた

め，伝統的建造物群を主として，外観上認められるその位

置，形態，意匠等の特性について，その周囲の環境と併せ

て保存することを目的として決定するものです。 

 また，この目的を達成するために，地区内における建築

物等の現状変更については伝統的建造物群保存地区保存条

例に基づく許可制度により歴史的な風致景観を維持します。 

 現在本県では，福山市鞆町，竹原市竹原地区，廿日市市

宮島町に定められています。 

 

 

 

 

◆促進区域 

促進区域とは，主として土地所有者等に対し，一定期間内に速やかに，一定の土地利用を実現することを促し，

市街地の計画的な整備，開発が図れるように定める地区です。 

 なお，当該促進区域の決定後，一定期間経過したものにおいては，市町等公的機関による整備が義務づけられて

います。 

 促進区域には，「市街地再開発促進区域」，「土地区画整理促進区域」，「住宅街区整備促進区域」，並びに

「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」の4種類があります。 

 現在本県では，呉市に定められています。 

 

 

 

 

生産緑地地区（広島市）

鞆町伝統的建造物群保存地区（福山市） 宮島町伝統的建造物群保存地区（廿日市市）

竹原地区伝統的建造物群保存地区（竹原市）
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4-2 都市施設 

 都市施設とは，都市計画において定められるべき施設をいい，健康で文化的な都市生活及び機能的な

都市活動を営むために必要とされる施設です。 

 これらの施設は，全ての都市計画区域において必ずすべて定める必要はなく，それらのうち必要な施

設を都市計画において都市施設として決定することとしています。 

この場合において，市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域においては，市街化区

域について少なくとも道路，公園及び下水道を定める必要があり，また，第一種・第二種低層住居専用

地域，第一種・第二種中高層住居専用地域，第一種・第二種住居地域，準住居地域及び田園住居地域に

ついては，義務教育施設（小・中学校）を必ず定める必要があります。 

 都市施設の決定に際しては，土地利用，交通等の現在及び将来の状況を勘案して，適切な規模で必要

な位置に配置することにより，円滑な都市活動と良好な都市環境を確保することとしています。 

 

◆都市施設一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画区域外における都市施設 

 都市施設に関する都市計画は，当該都市計画区域内において定められることが通常であると考えられますが，ご

み焼却場，火葬場等の処理施設，上水道の水源地等の供給施設等について，その適地が当該都市計画区域内におい

て見出せない場合など，特に必要があるときは，当該都市計画区域外においても，これらの施設を定めることがで

きるとされています。 
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①道  路 

 道路は，都市に住み都市で活動するすべての人々が日常的に利用する都市施設で，人や物資輸送の交通施設とし

ての機能のほか，延焼防止などの防災上の機能，上下水道等のライフラインなどの収容空間，都市景観の形成，生

活環境上の空間及び街区形成等の機能を有しており，市街地の誘導発展など都市構造に大きな影響を与える都市の

骨格となる施設です。 

 都市計画道路は，都市計画法上の道路種別として自動車専用道路，幹線街路，区画街路，特殊街路に分類されま

す。 

 また，鉄道と他の交通手段の結節点である駅前広場は，周辺幹線道路と一体となって交通を処理するものについ

ては，道路の一部として都市計画に定めています。 

 

 

○都市内道路の多様な機能 

道 路 機 能 効 果 等 

交
通
機
能 

トラフィック機能 
○自動車，自転車，歩行者等の通行サービス 

○公共交通機関（バス等）の基盤形成 

◆道路交通の安全の確保 

◆時間距離の短縮 

◆交通混雑の緩和，輸送費の低減 

◆交通公害の軽減，エネルギーの節約 

◆乗り継ぎ・送迎等の円滑化 

交通結節機能 ○交通機関相互の乗り継ぎサービス 

アクセス機能 ○沿道の土地，施設等への出入りサービス 

市街地形成機能 

○都市構造の誘導 

○都市の骨格の形成 

○コミュニティ街区の外郭形成 

◆都市基盤整備 

◆生活基盤整備 

◆土地利用の促進 

空間機能 

○公共公益施設の収容 

○居住環境の形成 

○都市景観の形成 

○防災機能の強化 

○地域ニーズに応じた多目的利用 

◆電気，通信，ガス，上下水道 

◆公共交通機関（路面電車等） 

◆駐車場，荷捌きスペース等 

◆緑化，通風，採光，緩衝 

◆避難路，消防活動，延焼防止 

◆イベント，祭り，休息等 

 

 

○都市計画道路の種別 
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鉄道と道路の結節点において交通を処理し，また，都市の玄関として美観施設を備えた駅前とするため，計画

決定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道    路 

自動車専用道路 

幹線街路 

区画街路 特殊街路

   駅前広場 

海田市駅前広場（海田町）三次駅前広場（三次市）

尾道三次線（中国横断自動車道尾道松江線）（三次市） 東広島呉自動車道（高屋 JCT・IC）（東広島市）

矢野安浦線（県道 34 号）（熊野町） 神辺高屋線（国道 313 号）（福山市）

駅北 3 号線（廿日市市） 江の浦西町線（鞆町特殊街路）（福山市）
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種類 種別 内容

街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当

たり面積0.25haを標準として配置する。

近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当た

り面積2haを標準として配置する。

地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所

当たり面積4haを標準として配置する。

特定地区公園
都市計画区域外の一定の町村における農山漁村の生活環境の改善を目的と

する特定地区公園(カントリーパーク)は，面積4ha以上を標準として配置する。

総合公園
都市住民全般の休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供することを

目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10～50haを標準として配置

する。

運動公園
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模

に応じ1箇所当たり面積15～75haを標準として配置する。

広域公園
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足するこ

とを目的とする公園で，地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり

面積50ha以上を標準として配置する。

レクリエーション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリ

エーション需要を充足することを目的とし，総合的な都市計画に基づき，自然環

境の良好な地域を主体に，大規模な公園を核として各種のレクリエーション施

設が配置される一団の地域であり，大都市圏その他の都市圏域から容易に到

達可能な場所に，全体規模1,000haを標準として配置する。

一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が

設置する大規模な公園にあっては，1箇所当たり面積おおむね300ha以上として

配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては，その設置目的

にふさわしい内容を有するように配置する。

特殊公園 風致公園，墓園等の特殊な公園で，その目的に則し配置する。

緩衝緑地

大気汚染，騒音，振動，悪臭等の公害防止，緩和若しくはコンビナート地帯等

の災害の防止を図ることを目的とする緑地で，公害，災害発生源地域と住居地

域，商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害，災害の状況

に応じ配置する。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善，都市の景観の向上を図るため

に設けられている緑地であり，1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置す

る。

但し，既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都

市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合に

あってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整

備し都市公園として配置するものを含む)

緑道

災害時における避難路の確保，都市生活の安全性及び快適性の確保等を図る

ことを目的として，近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植

樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10～20mを標準とし

て，公園，学校，ショッピングセンター，駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

注：近隣住区＝幹線街路等に囲まれたおおむね1㎞四方(面積100ha)の居住単位

住区基幹公園

国　営　公　園

緩衝緑地等

大規模公園

都市基幹公園

②公園と緑地 

私たちの生活のなかで，憩いの

場・休憩の場・レクリエーション

の場として利用されている公園緑

地は，災害時の避難場所，大気汚

染，騒音公害等の緩衝地としての

効果を持つなど都市環境を形成す

るうえで重要な役割を果たしてい

ます。 

 こうしたことから，住民の日常

に密着した住区基幹公園（街区公

園，近隣公園，地区公園等）と都

市基幹公園（総合公園，運動公

園），また，レクリエーション需

要を充足するための大規模公園

（広域公園，レクリエーション都

市），その他の史跡や動植物園等

特殊な利用増進を目的とした特殊

公園（歴史公園，動植物公園，風

致公園等），公害等の防止，緩和

や都市景観の向上などを目的とし

た緩衝緑地等に分類され，その機

能に応じて設けます。 

 

○都市公園 

一般に「公園」と呼ばれるもの

は，営造物公園と地域制公園に大

別されます。 

営造物公園は都市公園法に基づ

く都市公園に代表されます。この

都市公園とは，計画的な「まちづ

くり」の一環として，都市計画法

に基づき，国や県，市町がその土

地や物件についての所有権などの

権利を取得した上で公園として整

備管理するものです。 

また，地域制公園は，自然公園

法に基づく自然公園に代表される

ように，国または地方公共団体が

一定区域内の土地権限に関係なく，

その区間を公園として指定し，土

地利用の制限や一定行為の禁止，

制限によって，自然景観を保全す

ることを主な目的としています。 

 

 

【参考】 

近隣住区(注) 
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○公園の配置 

都市公園には身近な遊び場や日常スポ－ツ，散策， 

休息などのための比較的小規模なものから，週末や 

長期のレクリエーション利用のための大規模なもの 

まで，利用対象や機能，地域の実情に応じて，配置 

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都市公園の役割 
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主として街区内に居住する者の利用に供するこ

とを目的とする公園 

  街区公園 

 
主として近隣に居住する者の利用に供すること

を目的とする公園 

近隣公園 

 
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 

地区公園 

 
都市住民全般の休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供することを目的とする公園 

総合公園 

明神公園（海田町）

さかえ公園（大竹市）

横浜公園（坂町）

府中公園（府中市）揚倉山健康運動公園（府中町）

深原地区公園（熊野町）

公    園 
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特殊公園（風致公園） 

運動公園 

特殊公園（歴史公園） 

広域公園 

三原運動公園（三原市）

広島広域公園（広島市）

宮島公園（廿日市市）

縮景園（広島市）

東部河岸緑地（広島市）

江田島市総合運動公園（江田島市）

せら県民公園（世羅町）

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園 

主として風致を享受することを目的とする公園 

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園 

史跡，名勝，天然記念物等の文化財を広く一般

に供することを目的とする公園 
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③下 水 道 

 下水道は，市街地における排水を排除して，浸水を防除するとともに，家庭から生活排水や工場・事業所などの 

排水を集めて処理して，快適な生活環境を確保する都市の基幹施設です。 

 また同時に河川，海等の公共用水域の水質保全を図るために必要不可欠な施設です。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道処理施設 

吉田浄化センター（安芸高田市） 庄原市浄化センター（庄原市）
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○下水道の種類 

下水道は，事業実施主体・人口規模・地域特性等により，次のような種類に分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下水道の受益者負担 

 下水道が整備されることにより，生活環境，土地の利用価値の増進といった恩恵を下水道区域の人は受けられま

す。 

 この恩恵を受ける住民に下水道の建設費の一部を負担してもらいます。これが下水道受益者負担金です。（都市

計画法第75条） 
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④その他の都市施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  都市高速鉄道 

多くの人々を一時に早く輸送する交通手段である
鉄道や新交通システムを定めるものです。 

 
自動車の駐車の用に供する施設を整備することに

より，道路交通の円滑化を図ろうとするもので，公
衆の利便，都市機能の維持及び増進に資するもので
す。 
 

自動車駐車場 

 
都市間路線バス，都市内バス，観光バスの発着

及び他の交通機関との乗り越え場として定めるも
ので，公共交通機関の利便性の向上を目的として
います。 

自動車ターミナル 

  自転車駐車場 

 
自転車の駐車の用に供する施設を整備することによ

り，道路交通の円滑化を図ろうとするもので，公衆の
利便，都市機能の維持及び増進に資するものです。 
 

尾道市役所駐車場（尾道市）

アストラムライン（広島市）

袋町自転車駐車場（広島市）

広島バスセンター（広島市）
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良好な都市環境を確保するため周辺地域との調和のとれた火葬のできる施設整備を図るものです。 
 

火葬場 

  ごみ焼却場 

 
都市生活から排出されるごみの衛生的，能率的な

処理により，公衆衛生の向上を図るものです。 

はつかいちエネルギークリーンセンター（廿日市市）

北広島町火葬場（北広島町）

  一団地の住宅施設 

 
都市の総合的な土地利用計画に基づき良好な居住

環境を有する住宅の集団的建設及びこれに付随する
必需施設の総合的整備を図るため，定めるもので
す。 

 
国家機関又は地方公共団体の建築物をそれぞれの

機能に応じて都市の一定地区に集中配置するよう計
画的に建築し，公衆の利便と公務の能率増進を図
り，あわせて建築物の不燃化の促進と土地の高度利
用を図るため，定めるものです。 

一団地の官公庁施設 

基町団地（広島市）©広島市

庄原市斎場（庄原市）

市営基町住宅（広島市）©広島市 
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4-3 市街地開発事業 

 

■市街地開発事業 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地区画整理事業 

土地区画整理事業は，道路などの都市基盤の整備水準が低い地区や，不整形な敷地形状により宅地の有効活用が

図りにくい地区等について，土地の交換分合を行い，宅地の区画・形状を整え，道路・公園などの公共施設の整備･

改善を図り，土地利用を増進する事業です。 

 公共施設の整備や保留地を減歩によって生み出し，事業に要する経費と，公共施設の管理者負担金，資産価値の

増進及び保留地の処分による収入などのバランスをとりながら事業を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三良坂地区（三次市）    ・・・事業区域 

 市街地開発事業とは，都市計画区域内の

土地について，公共施設の整備改善及び宅

地の利用増進を図り，健全な市街地を形成

することを目的としています。 

 この中には，土地区画整理事業，新住宅

市街地開発事業，工業団地造成事業，市街

地再開発事業，新都市基盤整備事業，住宅

街区整備事業，防災街区整備事業がありま

すが，現在本県では土地区画整理事業と新

住宅市街地開発事業，市街地再開発事業を

定めています。 

施工前（昭和 57 年） 施工後（令和元年） 
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■市街地再開発事業 

 市街地再開発事業は，老朽化した木造建築物が密集

している市街地などで，細分化された敷地を統合し，

協同建築物（中高層ビル）の建設を行うことで，公園

や道路など公共施設の整備を可能にする事業です。 

 土地や建物について，権利を持っている人は，そ

れぞれ権利に応じて，新しく建設されたビルと敷地

に権利が移し換えられることになります。 

市街地再開発事業には，第一種市街地再開発事業

と第二種市街地再開発事業があります。 

 

第一種市街地再開発事業＜権利変換方式＞ 

権利変換手続きにより，従前建物，土地所有者等

の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則とし

て等価で変換。 

 

第二種市街地再開発事業＜管理処分方式（用地買収

方式）＞ 

公共性，緊急性が著しく高い事業で，一旦施行地

区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し，

買収又は収用された者が希望すれば，その対償に

代えて再開発ビルの床を与える。 

 

広島駅南口第一種市街地再開発事業（広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工後 C ブロック      B ブロック    施工前 

 

東桜町地区第一種市街地再開発事業（福山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工後                 施工前 
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4-4 地区計画等 

■地区計画 

地区計画は，都市計画区域内のまとまりのある「地区」を対

象として，住民の意向を反映しながら，市町が地区の特性に応じ

たきめ細かい計画を定め，建築物を規制・誘導し，住みよい特色

のあるまちづくりを総合的に進めるための制度です。住民参加を

主体とした制度として，全国で多くの計画決定が行われています。 

 

◆地区計画の都市計画決定 

まちづくり計画案から次の事項を地区計画として定めます。 

 ◇地区計画の方針・・・・地区計画の目標，地区の整備・開発及び保全の方針 

 ◇地区整備計画・・・・・地区施設の配置及び規模，建築物の用途・形態，その他樹林地の保全に関する事項等 

 

◆地区計画の手続き 

○「手続き条例」の制定 

市町は，条例により土地所有者の利害関係者の意見を求める方法を定めます。また，この条例で住民，また

は利害関係者からの案の申し出方法を定めることができます。 

○申出制度と提案制度 

地区計画は，計画策定の段階から地区住民の意向を十分に反映することができる手法です。そのために，申

し出制度や提案制度の住民参加の手段が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

【申出制度による申請】 

 地区計画特有の制度で，地区計画を定めようとする区域内の住民や土地の所有者・利害関係人により申請

が可能で，区域の面積や同意状況については，市町の条例で規定することが可能とされています。 

（※市町で定める「手続き条例」が制定されない限り，申し出はできません。） 

 

【提案制度による申請】 

 都市計画区域マスタープラン以外のすべての都市計画の提案が可能で，土地所有者やまちづくりNPO法

人，公益法人等により申請が可能です。一定面積以上の一体的な区域であることや土地所有者の２／３以上の

同意が必要となるなど，一定の申請条件を満足する必要があります。 

 

手続き条例

の制定

§１６②

原案の

作成

地区計画等の申し出 §１６③

都市計画の提案 §２１の２

原案の公告及び縦覧
手続き条例で定めた手法による土地所有

者等への案の掲示

案の

作成

案の公告

及び縦覧

§１７

市町都市計画

審議会

§１９

告示

都市計画の手続き

地区計画の申し出制度（法第１６条の３） 都市計画提案制度（法第２１条の２）

申請対象 地区計画等 都市計画区域マスタープラン以外のすべての都市計画

申請者
住民
土地の所有者・利害関係人（地権者の他，
区域の借家人等も対象）

土地所有者
まちづくりNPO法人
まちづくり公益法人
その他条例で定める団体

申請条件 条例で規定可能
区域面積0.5ha以上（条例で0.1haまで緩和可能）
土地所有者の2/3以上の同意（人数・面積ともに）等
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■地区計画で定められるまちづくりのルール               

地区施設の配置及び規模 建築物等の制限 緑地や森林の保全 

◆地区施設とは主として, 地区住民

の利用する区画道路, 小公園, 緑

地, 広場, その他の公共空地をい

い, それらの位置や規模を定めま

す。 

◆避難路、避難施設、雨水貯留浸透

施設を定めることができます。

（※） 

◆建築物等の用途の制限 

◆容積率の最高限度又は最低限度 

◆建蔽率の最高限度 

◆建築物の敷地面積の最低限度 

◆建築面積の最低限度 

◆壁面の位置の制限 

◆建築物等の高さの最高限度又は最低限度 

◆建築物の形態若しくは意匠の制限 

◆かき若しくはさくの構造の制限 

◆建築物の緑化率の最低限度 

◆居室の床面の高さの最低限度（※） 

◆敷地の地盤面の高さの最低限度（※） 

◆現存する緑地や樹木を

残すことを定めます。 

◆農地の開発規制 

※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和 3年 5 月 10 日公布） 

■浸水対策を推進するための地区計画制度の拡充のイメージ 

（特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和 3年 5 月 10 日公布）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実現方法 

○建築物の建築の際に市町へ届出を行います。地区計画に違反した場合，市町が建築条例を定めていれば，「勧

告・是正及び罰金」などが課せられます。 

○特定の事項を定めた場合に，特定行政庁の認定，許可等により，用途地域の用途，容積率，高さの制限を緩和で

きる場合もあります。 
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4-5 まちづくり制度等 

■建築協定・緑地協定 

美しく住みよいまちとは与えられるものではなく，住む人が一丸となって守り，磨き，培っていくものという考

えのもと，自分たちの美しく住みよいまちの環境を恒久的に保つために，住民相互で設ける規則が建築協定，緑地

協定です。 

 

 

◆建築協定 

地区住民が地域のまちづくりの推進

を図る場合には，建物の用途や高さな

どのルールを話し合い，それを「建築

協定」として定めることができます。

協定では，建物の高さや，道路から

のセットバック及び屋根の形や色など

の規定を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆緑地協定 

緑豊かなうるおいのあるまちなみを

つくるため，住民のみなさんが話し合

い，へいを生垣とすることや植える樹

木の種類などのルールを緑地協定とし

て定めることができます。 

たとえば，新しく作られた住宅地な

どでこの緑地協定を定めますと，住宅

が建つにつれ，年とともに目に見えて

緑が増え，住宅地全体の品位が高まっ

てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆まちづくり条例 

まちづくり条例は，住民が魅力的で住みよいまちづくりを推進するため，開発の計画的な誘導や，住民のまちづ

くりを積極的に行政が支援する制度です。 

条例は市町が地域に応じた内容で定め，支援の中には，住民がまちづくりに積極的に取り組めるよう「専門家の

派遣」や「まちづくり協議会の設置」等を設けられます。 
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5-1 開発許可制度 

■開発許可制度の目的 

開発許可制度とは，都市計画区域内の無秩序な市街化をおさえ，安全で適正な市街地の形成を促す為に，開発行

為（主として建築物の建築または，特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更）を規制・誘導する制度

です。 

一定規模以上の開発行為を行う場合は，あらかじめ知事の許可が必要です。開発面積や予定建築物に応じて，道

路・公園，排水施設，防災施設等の技術基準（都市計画法第33条），指導要綱等に定める技術基準に適合していれ

ば許可されます。なお，市街化調整区域では，前記技術基準に加え，一定の立地基準（都市計画法第34条）を満た

す開発以外は開発できません。 

 

■開発許可等の手続き 

開発行為を行う場合以下の手続きが必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■許可を要しない開発行為 

 

 

5 都市計画の制限 
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■都市計画法に基づく開発行為等の許可基準に関する条例 

◆経  緯 

都市計画法の改正（平成12年5月公布，平成13年5月施行）により，市街化調整区域の開発許可制度について，

全国一律の規制から，地域の実情に応じた柔軟な規制運用を行うことができます。  

上記のことに対応するため，広島県では市街化調整区域における立地基準の追加等，必要な事項を条例で定めま

した。 

 

◆内  容 

都市計画法の改正（第34条第11号）を受け，市街化区域から一定距離内にある50以上の建築物が連たんした

既存集落で，一定の基盤施設の充足がある地域に限定して立地基準を緩和します。（「50戸連たん制度」と言いま

す。） 

 

◆条例の運用方法 

本県では条例により基本的な枠組み（緩和区域，用途）を定めます。 

市町はこの条例で定められた範囲内で，距離，面積，用途の具体的な緩和内容を選択し，県に申出をします。 

この申出を受け，県は各市町の緩和内容を規則で定めます。 

 

◆条例制定内容 

市街化調整区域における建築物の立地（開発又は建築）を特別に認める基準は次のとおりです。 

 

◆制定内容の見直し 

都市計画法の改正（令和２年６月公

布，令和４年４月施行）により，50戸

連たん制度の適用区域から災害レッド

ゾーン及び浸水ハザードエリア等を除

外するとともに，適用区域を明示する

こと等が求められています。 

また，県の都市計画区域マスタープラ

ン（令和３年３月策定）では，コンパ

クト+ネットワーク型の都市の実現に向

け，50戸連たん制度の適用区域の見直

し・廃止を行うことを方針として位置

付けました。 

 上記のことに対応するため，広島県

では，50戸連たん制度の適用区域の見

直しを行い，必要な県条例改正を行う

こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象市町 

府中町，熊野町，府中市 

※廿日市市，呉市，三原市，尾道市，福山市， 

東広島市においては，それぞれ各市で条例制定。 

なお，福山市は令和 4 年 4 月より 50 戸連たん制

度を廃止することとしています。 
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■市街化調整区域における開発行為等の審査の簡素化 

従来，個別案件ごとに開発審査会に諮り開発・建築許可していたもののうち，定型的なもので原則許可しうるも

のについて，あらかじめ条例で定め，開発審査会の議を経ることなく許可できるものとします。（法第34条第12

号，令第36条第1項第3号ハ） 

定型的で原則許可しうるものとは，広島県開発審査会提案基準の第１号から第22号までに該当し，関係土地の面

積が1000㎡未満のものとなります。 

 

 

◆適用年月日 

 

 

 

◆対象市町（県内の市街化調整区域を有する６市町が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯分離の住宅に係る開発又は建築 
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5-2 都市施設の区域内における建築の制限 

都市施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合は，軽易な行為，非常災害のため必要な

応急措置として行う行為，都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為などを除き，県知

事等の許可が必要となります。（法第53条） 

県知事等は，許可の申請があった場合において，当該建築が都市施設に関する都市計画に適合し，又

は当該建築物が許可基準に該当するときは，それを許可しなければなりません。（法第54条） 

 

■建築制限の目的 

建築物の建築制限は，都市計画として決定される計画について，将来の事業の円滑な施行を確保するために行わ

れるものであり，すべての都市施設の区域において行われます。 

このうち，軽易な行為（階数が２以下で，かつ，地階を有しない木造の建築物の改築又は移転），非常災害の応

急措置として行う行為，都市計画事業の施行に相当する行為（国，県若しくは市町又は当該都市施設の管理予定者

が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為）などについては，これらの制限を行うことが必要でなく，

あるいは適当でないため許可が不要とされています。 

また，建築物の建築に限って許可制としたのは，建築物以外の工作物は一般的には移転又は除去が容易であるこ

とから，制限を行うことが必ずしも適当でないと考えられたからです。 

 

■建築制限の内容 

都市計画を決定した場合，都市計画法第53条では都市施設の区域内における建築制限を行いますが，既存の建築

物はそのまま存続することができます。 

都市計画の決定後，新たに建築物を建築しようとする時は，県知事等の許可を受けなければなりませんが，事業

が行われるまでは，都市計画法第54条の許可基準に該当する建築物は建築することができます。 

なお，例えば道路等の都市施設については，事業を行う際には区域内の建築物等は除去される必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪許可基準に該当する建築物≫ 

○ 都市施設に関する都市計画のうち建築物について定めるもの（用途，位置，形態等）に適合していること。 

○ 都市施設区域について都市施設を整備する立体的な範囲を定めた場合で，当該立体的な範囲外において行わ

れ，かつ当該都市施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。 

○ 次に掲げる要件に該当し，かつ，容易に移転または除去することが出来ると認められること。 

・階数が2以下で，かつ，地階を有しないこと。 

・主要構造物（建築基準法に定める主要構造物をいう。）が木造，鉄骨造，コンクリートブロック造その他こ

れらに類する構造であること。 

都市計画 

決定 

都市計画道路 

現道 

 

 鉄筋コンクリート造の建築物等の新築 
⇒ 区域内では許可が受けられず建築不可 

階数が２以下で地下がない木造の建築物等の新築 

⇒ 区域内でも許可を受ければ建築可能 

事業実施

(事業認可) 

建築制限

（都市施設区域内） 
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■趣旨 

都市化社会から都市型社会への移行に伴い，既成市街地の再構築を行う中で，地域の特性や意向をふまえた創意

あるまちづくりやきめ細かなまちづくりが求められており，こうした背景から都市計画提案制度が創設されました。

 本提案制度は，地域のまちづくりの土壌を育てること，民間の知恵と力を活かしたまちづくりの実現性を高める

ことや定期見直しの際まで検討が持ち越されていたような案件についても，機動的に都市計画決定できる可能性を

有するものとなっています。 

 

■概要 

都市計画提案制度は，都市計画区域又は準都市計画区域において，土地所有者やまちづくり協議会，まちづくり

ＮＰＯ等が，一定面積（0.5ha）以上の一体的な区域について，土地所有者等の３分の２以上の同意を得た場合に，

マスタープランを除く全ての都市計画について，その案を提案することができる制度です。 

提案者から提案を受けた都市計画決定権者は，都市計画決定等をする必要があるかどうかを判断し，判断の結果，

提案された素案どおり決定しようとする場合，あるいは修正変更した案にする場合は，その案をもとに一連の手続

きを経て，都市計画審議会へ付議を行います。一方，決定する必要がないと判断した場合も，提案された素案を都

市計画審議会に提出することが義務づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 都市計画の提案制度 
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第4章 都市計画のしごと            都市計画の新たな 
 

 

都市計画区域マスタープランは，人口・土地の利用のしかた，公共施設の整備などについて将来の見

通しや目標を明らかにし，将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。そのた

めに，都市計画基礎調査によって，各計画の検討に必要な資料の作成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  都市計画区域マスタープラン

（法第 6条の 2） 

市町マスタープラン（法第 18 条

の 2） 

立地適正化計画（都市再生特別

措置法第 81 条他） 

策定者 広島県 市町 市町 

対 象 22 都市計画区域 20 市町 20 市町 

役 割 市町村を越えた広域的な都市計

画の課題と地域形成を検討し，

都市計画区域単位の都市空間形

成の基本方針と県が定める広域

的・根幹的な都市計画に関する

方針を示します。 

自治体の基礎単位である市町村に

おいて，都市計画区域マスタープ

ランに即しつつ，地域特性を生か

した個性ある都市空間，生活圏の

形成方針を示すとともに，市町が

定める都市計画に関する方針を示

しています。 

居住機能や医療・福祉・商業，

公共交通等の様々な都市機能の

誘導により，都市全域を見渡し

た市町マスタープランの高度化

版として，都市計画と公共交通

の一体的な取り組みを示してい

ます。 

主な内

容 

○都市計画の目標 

○区域区分の設定方針 

○主要な都市計画決定の方針 

 ◇土地利用に関する方針 

 ◇都市施設の整備に関する方針 

 ◇市街地開発事業に関する方針 

 ◇自然的環境の整備又は保全に

関する方針 

○全体構想 

○地域別構想 

○市町村が定める都市計画（土地

利用等）の方針 

○計画の推進方策 

○基本的な方針 

○居住誘導区域 

○都市機能誘導区域 

○誘導施設 

○誘導施策 

〇防災指針 

〇定量的な目標値 

住民の

視点 

広域的な観点を踏まえた都市の

将来像とその実現の方策などの

都市計画の考え方を明示しま

す。 

住民ニーズを踏まえた身近な生活

圏の将来計画と具体的な整備方針

など，市町の都市計画への取り組

みを明示します。 

人口減少，高齢化が進行する中

にあっても，将来にわたって住

民の暮らしを維持するための取

り組みを明示します。 

1 都市計画に関する調査・計画 
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■都市計画基礎調査 

都市の状況は刻々と変化しているため，都市計画の策定や見直しを適正に行うには，その都市の現況や動向を定

期的に把握しておく必要があります。基礎調査はおおむね5年ごとに，人口，土地利用，建物，都市施設等の現況や

将来の見通しについて調査を行い，都市計画の見直しを行う際の基礎資料として利用します。 

また，都市計画基礎調査情報は，都市に関する豊富な情報を有しており，オープンデータ化を進めることで，官

民連携によるスマートシティ化に向けた取組や，民間利用による新たなサービスの創出などが期待されています。  

なお，デジタル技術を最大限に活用し，官民が連携して，インフラをより効果的・効率的にマネジメントしてい

くことを目的に，令和３年３月に策定した「広島デジフラ構想～デジタル技術を活用したインフラマネジメントの

推進～」においても，基礎調査結果のオープンデータ化を具体の取組案の一つとして位置付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑の基本計画 

都市環境の生活の中で，木々の緑は私たちの心と体を癒してくれる大切な存在です。緑の基本計画は，まちづく

りの中でかかせない緑地の保全と緑化推進の施策を，総合的かつ計画的に進める様々な施策の指針となるものです。 

また，平成29年都市緑地法改正により「生産緑地地区内の緑地保全に関する事項」が追加になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）今般の都市公園法の改正を踏まえ，都市公園における公園施設の公募設置管理制度やＰＦＩ制度，公園の活

性化に関する協議会制度の活用の方針等，官民連携の方針についても定めることが望ましいとされています。 

 

人 口 

① 人口規模（国勢調査） 

② 将来人口 

③ 人口増減    等 

産 業

① 産業・職業分類別就業者数 

 （国勢調査） 

② 事業所数・従業者・売上金額 

土 地 利 用

① 区域区分の状況 

② 土地利用現況 

③ 宅地開発の状況 

④ 農地転用 

⑤ 新築動向 

⑥ 条例・協定 

⑦ 農林漁業関係施策適用

状況 

等

都市施設 

① 都市施設の位置 

・内容等 

② 道路の状況 

建 物 

① 建物利用状況 

② 大規模小売店舗の立地

状況 

等

交 通

① 主要な幹線の断面交通量・混

雑度・旅行速度 

② 自動車流量道      等

地 価 

① 地価の状況 

災 害 

① 災害の発生状況 

② 防災施設の位置及び整備 

の状況 

その他（景観・歴史資源等）

① 観光の状況 

② 景観・歴史資源等 

③ レクリエーション施設の状況 

④ 公害の発生状況 都市計画基礎調査実施要領～第４版～ 

（令和 3 年 5 月 国土交通省都市局） 

計画の法定記載事項 

【都市緑地法第 4 条】（赤字傍線部を改正で追加） 

① 緑地の保全及び緑化の目標 

② 緑地の保全及び緑化の推進のための施策 

③ 都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全

及び緑化の推進の方針(※) 

④ 特別緑地保全地区内の緑地の保全 

⑤ 生産緑地地区内の緑地の保全 

⑥ 緑地保全地域，特別緑地保全地区及び生産緑地地

区以外の重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき

地区における緑地の保全 

⑦ 緑化地域における緑化の推進 

⑧ 緑化地域以外の重点的に緑化の推進に配慮を加え

るべき地区における緑化の推進 

計 画 の 効 果 

【都市公園法第 3 条の 2，生産緑地法第 3 条】 

〇 地方公共団体は，都市公園の管理や生産緑地地区

の都市計画決定は，基本計画に即して行わなけれ

ばならない。 

 

 

〇 都市公園の維持管理基準の法令化と相まった老朽

化対策の推進 

〇 生産緑地地区の面積要件引下げ等と相まった都市

農地の保全の促進 
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■街路交通調査と全国初のパーソントリップ調査 

街路交通調査は，円滑な都市機能の確保を目指し，道路網等の整備を総合的，計画的に進めるための基本となる

調査・計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 42 年に実施された広島都市圏第 1 回パーソントリップ調査は，わが国ではじめて本格的に取組まれた総

合都市交通体系調査として知られています。 

当時は，高度経済成長時代の最盛期であり，広島市とその周辺旧町における著しい人口増加，モータリゼーショ

ンの急激な増大による広島市周辺部の主要幹線道路の混雑激化，都市の外延的拡大といった問題があり，さらに山

陽新幹線，高速道路，流通センター等の建設も目前に控え，これらに対し高い次元から総合的な交通計画を策定す

る必要がありました。このため，建設省中国地方建設局（当時），広島県，広島市が中心となり，昭和 42 年に広

島都市交通問題懇談会（ＨＡＴＳ）を結成し，広島市とその周辺旧町を対象に，パーソントリップ調査を主軸に地

域の交通を総合的に把握するための調査を行いました。 

ＨＡＴＳでは，昭和 60 年を計画対象として，高速自動車道などの広域的幹線道路を受ける環状道路の配置，臨

海部の道路網配置を含む幹線道路網の検討，また大量輸送機関の配置，とりわけ都市内高速鉄道の配置とバス輸送

施設の計画を提案しました。 

 

（パーソントリップ調査とは） 

一定の調査対象地域内において「人の動き」（パーソントリップ）を調べるパーソントリップ調査（以下「PT 調査」）は，

交通に関する実態調査としては最も基本的な調査の一つとなっています。PT 調査を行うことによって，交通行動の起点（出発

地：Origin），終点（到着地：Destination），目的，利用手段，行動時間帯など 1 日の詳細な交通データ（トリップデータ）

を得ることができます。PT 調査を行うことによって，地域全体の交通量を数量的に扱うだけでなく，乗り換えを含めた交通手

段の分担等の検討が可能になります。これにより，都市圏における複雑で多様な交通実態を把握・予測し，円滑な都市機能を確

保するための検討を行うことができます。 

◆どのような人が，どこから，どこへ，どのような目的で動いているのか

◆どのような交通手段が利用されているのか

◆人は何時頃うごいているのか

自宅 7:30

手段 徒歩（5分）

会社 8:30

徒歩（10分）

BUS

バス（15分）電車（30分）

Ｋ駅
Ｈ駅
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都市計画を定めるためには，一定の手続きが必要で，その都市計画には県が定めるものと，市町が定

めるものがあります。 

 県は市町の区域を越える広域的・根幹的な都市計画を定め，その他のものは市町が定めます。 

 この場合，県決定の都市計画案は広島県都市計画審議会で，市町決定の都市計画案は市町都市計画審

議会（設置されていない場合は広島県都市計画審議会）で審議され，その後都市計画の内容を告示する

ことによってその効力を発します。 

 また，都市計画を定めようとするときは，住民意見を反映するために必要に応じて公聴会や説明会な

どを開催しています。 

 さらに都市計画の案は2週間縦覧され，その間に住民や利害関係人は意見書を提出することができると

いう手続きを行っています。 

 

◆都市計画の決定手続き 

  

2 都市計画の手続き 
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◆都市計画を定める者（法第15条，令第9条）                  令和３年３月３1日現在 

都   市   計   画   の   内   容 

市町決定 県    決    定 

知 事 協 議
大 臣 同 意 

不     要 

大 臣 同 意 

必     要 

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針   ○ 

市街化区域及び市街化調整区域   ○ 

都市再開発方針等  ○  

地 
 
 
 
 

域 
 
 
 
 

地 
 
 
 
 

区 

用途地域 ○   

特別用途地区 ○   

特定用途制限地域 ○   

特例容積率適用地区 ○   

高層住居誘導地区 ○   

高度地区・高度利用地区 ○   

特定街区 ○   

都市再生特別地区   ○ 

居住調整地域・特定用途誘導地区 ○   

防火地域・準防火地域 ○   

特定防災街区整備地区 ○   

景観地区 ○   

風致地区 
10ha 以上(2 以上の市町の区域)  ○  

その他 ○   

駐車場整備地区 ○   

臨港地区 

国際戦略港湾   ○ 

国際拠点港湾   ○ 

重要港湾  ○  

その他 ○   

歴史的風土特別保存地区   ○ 

第一種，第二種歴史的風土保存地区   ○ 

緑地保全地域 
2 以上の市町の区域  ○  

その他 ○   

特別緑地保全地区 
10ha 以上(2 以上の市町の区域)  ○  

その他 ○   

緑化地域 ○   

流通業務地区  ○  

生産緑地地区 ○   

伝統的建造物群保存地区 ○   

航空機騒音障害防止地区  ○  

航空機騒音障害防止特別地区  ○  

促
進
区
域 

市街地再開発促進区域 ○   

土地区画整理促進区域 ○   

住宅街区整備促進区域 ○   

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 ○   

遊休土地転換利用促進地区 ○   

被災市街地復興推進地域 ○   

都 

市 

施 

設 

道 
 

路 

一般国道   ○ 

県道  ○  

その他の道路 ○   

自動車専用道路 
高速自動車国道  

○ 

（指定高速） 

○ 

（高速国道）

その他  ○  

都市高速鉄道   ○ 

駐車場 ○   

自動車ターミナル ○   

空港 

拠点空港(空港法第 4条 1項 1～4号)   ○ 

拠点空港（空港法第 4条 1項 5号） 

地方管理空港（空港法第 5条 1項） 
 ○  

その他 ○   

その他の交通施設 ○   
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都   市   計   画   の   内   容 

市町決定 県    決    定 

知 事 協 議
大 臣 同 意 

不     要 

大 臣 同 意 

必     要 

都 
 
 
 
 

市 
 
 
 
 

施 
 
 
 
 

設 

公園・緑地 

国が設置するもの(面積 10ha 以上)   ○ 

県が設置するもの(面積 10ha 以上)  ○  

その他 ○   

広場・墓園 

国・県が設置するもの 

(面積 10ｈａ以上) 
 ○  

その他 ○   

その他の公共空地 ○   

水道 
水道用水供給事業  ○  

その他 ○   

電気・ガス供給施設 ○   

下 

水 

道 

公共下水道 
排水区域が 2以上の市町の区域  ○  

その他 ○   

流域下水道  ○  

その他 ○   

産業廃棄物処理施設  ○  

汚物処理場・ごみ焼却場・その他の供給施設又は処理施設 ○   

河川 

一級河川   ○ 

二級河川  ○  

準用河川 ○   

運河・その他の水路  ○  

学校 ○   

図書館・研究施設・その他の教育文化施設 ○   

病院・保育所・その他の医療施設又は社会福祉施設 ○   

市場・と畜場・火葬場 ○   

一団地の住宅施設 ○   

一団地の官公庁施設   ○ 

流通業務団地  ○  

一団地の津波防災拠点市街地形成施設 ○   

一団地の復興再生拠点市街地形成施設 ○   

一団地の復興拠点市街地形成施設 ○   

電気通信事業用施設・防風・防火・防水・防雪及び防砂施設 ○   

防潮施設 ○   

市 

街 

地 

開 

発 

事 

業 
土地区画整理事業 

国の機関・県が施行(50ha 超)  ○  

上記以外のもの ○   

新住宅市街地開発事業  ○  

工業団地造成事業  ○  

市街地再開発事業 
国の機関・県が施行(3ha 超)  ○  

上記以外のもの ○   

新都市基盤整備事業  ○  

住宅街区整備事業 
国の機関・県が施行(20ha 超)  ○  

上記以外のもの ○   

防災街区整備事業 
国の機関・県が施行(3ha 超)  ○  

上記以外のもの ○   

市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域

新住宅市街地開発事業予定区域  ○  

工業団地造成事業予定区域  ○  

新都市基盤整備事業予定区域  ○  

面積 20ha 以上の一団地の住宅施設予定区域 ○   

一団地の官公庁施設予定区域   ○ 

流通業務団地予定区域  ○  

地
区
計
画
等 

地区計画 ○   

防災街区整備地区計画 ○   

歴史的風致維持向上地区計画 ○   

沿道地区計画 ○   

集落地区計画 ○   
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◆指定都市の区域に定めるもの（法第87条の2，及び令第４５条）          令和３年３月３1日現在 

都   市   計   画   の   内   容 

指 定 都 市 決 定 県  決  定 

知 事 協 議 大 臣 同 意
大 臣 同 意 

不     要 

大 臣 同 意 

必     要 

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針  ○（※）  ○ 

市街化区域及び市街化調整区域  ○   

都市再開発方針等 ○    

地 
 
 
 
 

域 
 
 
 
 

地 
 
 
 
 

区 

用途地域 ○    

特別用途地区 ○    

特定用途制限地域 ○    

特例容積率適用地区 ○    

高層住居誘導地区 ○    

高度地区・高度利用地区 ○    

特定街区 ○    

都市再生特別地区  ○   

居住調整地域・特定用途誘導地区 ○    

防火地域・準防火地域 ○    

特定防災街区整備地区 ○    

景観地区 ○    

風致地区 ○    

駐車場整備地区 ○    

臨港地区 

国際戦略港湾  ○   

国際拠点港湾  ○   

重要港湾 ○    

その他 ○    

歴史的風土特別保存地区  ○   

第一種，第二種歴史的風土保存地区  ○   

緑地保全地域 ○    

特別緑地保全地区 ○    

緑化地域 ○    

流通業務地区 ○    

生産緑地地区 ○    

伝統的建造物群保存地区 ○    

航空機騒音障害防止地区 ○    

航空機騒音障害防止特別地区 ○    

促
進
区
域 

市街地再開発促進区域 ○    

土地区画整理促進区域 ○    

住宅街区整備促進区域 ○    

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 ○    

遊休土地転換利用促進地区 ○    

被災市街地復興推進地域 ○    

都 

市 

施 

設 

道 
 

路 

一般国道  ○   

その他の道路 ○    

自動車 

専用道路 

高速自動車国道 
○ 

（指定高速）

○ 

（高速国道）
  

その他 ○    

都市高速鉄道  ○   

駐車場 ○    

自動車ターミナル ○    

空港 

拠点空港(空港法第 4条)    ○ 

拠点空港（空港法第 4条 1項 5号） 

地方管理空港（空港法第 5条 1項） 
  ○  

その他 ○    

その他の交通施設 ○    

公園・緑地 

国が設置するもの(面積 10ha 以上)    ○ 

県が設置するもの(面積 10ha 以上) ○    

その他 ○    

広場・墓園 ○    

その他の公共空地 ○    
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都   市   計   画   の   内   容 

指 定 都 市 決 定 県  決  定 

知 事 協 議 大 臣 同 意
大 臣 同 意 

不     要 

大 臣 同 意 

必     要 

都 
 
 
 
 

市 
 
 
 
 

施 
 
 
 
 

設 

水道 
水道用水供給事業   ○  

その他 ○    

電気・ガス供給施設 ○    

下 

水 

道 

公共下水道 
排水区域が 2以上の市町の区域   ○  

その他 ○    

流域下水道   ○  

その他 ○    

産業廃棄物処理施設 ○    

汚物処理場・ごみ焼却場・その他の供給施設又は処理施設 ○    

河川 

一級河川    ○ 

二級河川   ○  

二級河川(指定都市区域内のみ) ○    

準用河川 ○    

運河・その他の水路 ○    

学校 ○    

図書館・研究施設・その他の教育文化施設 ○    

病院・保育所・その他の医療施設又は社会福祉施設 ○    

市場・と畜場・火葬場 ○    

一団地の住宅施設 ○    

一団地の官公庁施設  ○   

流通業務団地 ○    

一団地の津波防災拠点市街地形成施設 ○    

一団地の復興再生拠点市街地形成施設 ○    

一団地の復興拠点市街地形成施設 ○    

電気通信事業用施設・防風・防火・防水・防雪及び防砂施設 ○    

防潮施設 ○    

市
街
地
開
発
事
業 

土地区画整理事業 ○    

新住宅市街地開発事業 ○    

工業団地造成事業 ○    

市街地再開発事業 ○    

新都市基盤整備事業 ○    

住宅街区整備事業 ○    

防災街区整備事業 ○    

市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域

新住宅市街地開発事業予定区域 ○    

工業団地造成事業予定区域 ○    

新都市基盤整備事業予定区域 ○    

面積 20ha 以上の一団地の住宅施設予定区域 ○    

一団地の官公庁施設予定区域  ○   

流通業務団地予定区域 ○    

地
区
計
画
等 

地区計画 ○    

防災街区整備地区計画 ○    

歴史的風致維持向上地区計画 ○    

沿道地区計画 ○    

集落地区計画 ○    

 （※）１つの市町を超える都市計画区域は，県決定（大臣同意必要）
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■環境影響評価法 

環境影響評価（いわゆる環境アセスメント）とは，土地の形状の変更，工作物の新設，その他これらに類する事

業を行う事業者が，その事業の実施にあたりあらかじめその事業による環境への影響について自ら適正に調査，予

測または評価を行い，その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどにより，その事業計画を環境保全上よ

り望ましいものとしていく仕組みとなっています。 

 

 

※１ 重要港湾区域内の埋立で，藻場・干潟等の野生生物の生息上重要な場等が埋立区域内に存在する場合 

※２ 燃料使用量が 1時間あたり 15 キロリｯトル以上又は 1日の排水量が１万立方メｰトル以上 

 

第一種事業 第二種事業
1 道 路
高 速 自 動 車 国 道 すべて ― ―
指 定 都 市 高 速 道 路 すべて ― ―
一 般 国 道 4車線10km以上 7.5km以上10km未満 4車線5km以上
県 道 ― ― 4車線5km以上
市 町 村 道 ― ― 4車線5km以上
道 路 交 通 法 の 道 路 ― ― 4車線5km以上
幹 線 林 道 2車線20km以上 15km以上20km未満 10km以上

2 河 川
ダ ム 貯水区域100ha以上 75ha以上100ha未満 貯水区域50ha以上

堰 湛水区域100ha以上 75ha以上100ha未満 湛水区域50ha以上
放 水 路 改変区域100ha以上 75ha以上100ha未満 改変区域50ha以上
湖 沼 水 位 調 整 施 設 改変区域100ha以上 75ha以上100ha未満 ―

3 鉄 道 ・ 軌 道
新 幹 線 すべて ― ―
鉄 道 10km以上(鉄輪) 7.5km以上10km未満 すべて（改良は5km以上）
軌 道 10km以上(鉄輪) 7.5km以上10km未満 すべて（改良は5km以上）

4 飛 行 場 滑走路2500m以上 1875m以上2500m未満 すべて
5 発 電 所
水 力 発 電 所 出力3万kW以上 2.25万kW以上3万kW未満 出力1.5万kW以上
火力発電所（地熱を除く） 出力15万kW以上 11.25万kW以上15万kW未満 出力7.5万kW以上
火 力 発 電 所 （ 地 熱 ） 出力1万kW以上 0.75万kW以上1万kW未満 ―
原 子 力 発 電 所 すべて ― ―
風 力 発 電 所 出力1万kW以上 0.75万kW以上1万kW未満 出力0.5万kW以上

6 廃 棄 物 処 理 施 設
ご み 焼 却 施 設 ― ― 処理能力8ｔ/h以上
し 尿 処 理 施 設 ― ― 処理能力150kl/日以上
産 業 廃 棄 物 焼 却 施 設 ― ― 処理能力8t/h以上
最 終 処 分 場 埋立面積30ha以上 25ha以上30ha未満 埋立面積10ha以上

7 公 有 水 面 の 埋 立 ・ 干 拓 50haを超えるもの 40ha以上50ha以下 25ha(15ha※１)以上
8 下 水 道 終 末 処 理 場 ― ― 処理人口10万人以上
9 土 地 区 画 整 理 事 業 100ha以上 75ha以上100ha未満 50ha以上
10 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 100ha以上 75ha以上100ha未満 50ha以上
11 住 宅 団 地 の 造 成 100ha以上(独立行政法人) 75ha以上100ha未満 50ha以上

12 工 業 団 地 の 造 成 100ha以上 75ha以上100ha未満 50ha以上又は
燃料使用量等一定以上※２

13 工 場 又 は 事 業 場 の 建 設 ― ― 50ha以上又は
燃料使用量等一定以上※２

14 流 通 業 務 団 地 造 成 事 業 100ha以上 75ha以上100ha未満 50ha以上
15 複合開発用地の造成事業 ― ― 50ha以上
16 レクリェーション施設等の建設
レ ク リ ェー ショ ン施 設の建設 ― ― 50ha以上
ゴ ル フ 場 ― ― 20ha以上
ス キ ー 場 ― ― 20ha以上

17 土 石 の 採 取 ― ― 20ha以上
18 港 湾 計 画 300ha以上 ― 150ha以上

広島県条例
環境影響評価法の対象事業

対象事業種



- 55 - 

 

■環境影響評価手続き 

環境影響評価法及び広島県環境影響評価に関する条例に規定された対象事業規模以上の都市計画対象事業は，事

業者に代わって都市計画決定権者が都市計画手続きと併せて環境影響評価を行うとされています。 

 

◆環境影響評価法手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 23 年 4 月改正，平成 25 年 4 月施行 
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■広島県都市計画審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員の構成 

都市計画は，都市の将来の姿を決定するものであり，住民の生活に大きな影響を及ぼします。 

このため，審議会の委員は，学識経験者や国の関係機関，市町長，県会議員，市町議会の議長など，幅広い分野

の専門家で構成されており，２３名が任命されています。 

このほか，特別の事項や，専門の事項を調査・審議するために必要があるときは，専門委員や臨時委員を置くこ

とがあります。 

 

 

 

◆会議の審議概要・結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県都市計画審議会は，都市計画法第77条の規定に

より設置されている知事の附属機関です。 

 法第18条で，県が都市計画決定しようとするときは，

この審議会の議を経なければなりません。 

 このため審議会は，県が都市計画を定めるときに都市

計画法に基づき都市計画案を調査・審議するほか知事の

諮問に応じて都市計画に関する事項の答申をします。 

 

  

広島県のHPでお知らせしています。 

「広島県都市計画審議会における議決事項」と「都市計画審議会の概要と開催状況」 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/105/city-plannning-council.html 
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■事業認可 

都市計画事業は，原則として県知事の許可を受けて市町が施行します。 

また，市町が施行することが困難または不適当なものは，県知事が国土交通大臣の許可を得て，国の利害に重大

な関係を有するものは国の機関が国土交通大臣の承認を受けて，それぞれ施行することができます。 

 

  

■都市計画事業認可の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市計画事業の制限 

 

 

 

3 都市計画事業の認可 

 都市計画事業制限（都市計画法第65条） 

 

 都市計画事業の事業地内において，事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更，建築物の建

築，その他工作物の建設，5トンをこえる物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は，知事の許可を受

けなければなりません。 

 これを都市計画事業制限といい，事業の円滑な施行を確保するため，都市計画法第 53 条の制限より厳し

い内容となっています。 

事
業
の
実
施 

事
業
の
実
施 
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第5章 近年の都市計画の動き                         

 

 

本県では，総合計画として，令和２年10月に「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」を策定しまし

た。この計画において，未来を担う次の世代にしっかりとバトンを託すため，概ね３０年後の「あるべ

き姿」を構想し，１０年後の「目指す姿」とその実現に向けた取組の方向性を描き，県民の皆様に示し

ています。県民の皆様とその目指す姿を共有し，共感を得ることで，県民の皆様と一緒に新たな広島県

づくりを推進しています。 

計画には，１７の施策領域と９９の取組の方向を位置付けており，都市分野の施策としては「持続可

能なまちづくり」を掲げて取り組んでいます。 

 

○持続可能なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 持続可能なまちづくり 

 
・イノベーションを創出する基盤となる都市と，適切な開放空間があり，心身を癒してくれる自然が近接

した本県の強みを生かして，多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が，都市を行き来し，大都

市圏では得られないゆとりと安心を実感し，それぞれの仕事と暮らしを楽しむライフスタイルを実現さ

せています。 

 

・県全体の発展を牽引する広島市や福山市を中心に，沿岸部や山間部の拠点都市が交通や情報ネットワー

クで結ばれ，相互に連携しながら発展しています。また，県民の日常に不可欠なサービス機能が身近に

充足するとともに，デジタル技術やデータなどを活用した，安心して快適に暮らすことができる持続可

能なまちづくりが実現しています。 

あるべき姿 

（概ね 30 年後） 

 
・地域特性や規模に応じた拠点ごとに必要な都市機能の集約や災害リスクの低いエリアへの居住の誘導

が進むとともに，拠点間が最適な公共交通ネットワーク等で結ばれた，県民の安全・安心で豊かな生

活を支える「持続可能な集約型都市構造」の形成が進んでいます。 

 

・都市機能や居住が集約されたエリアでは，効果的かつ集中的にデジタル技術やデータなどを活用し

て，質の高いサービスを享受できるとともに，イノベーションを創出する交流の場と心身を豊かにす

る自然が近接している広島の強みやそれぞれのエリアの特色を生かした，ゆとりと魅力あるまちづく

りや居住環境の創出が進んでいます。 

 

・広島市都心部においては，利便性の高い公共交通ネットワークの構築や国内外からの来訪者等が気軽

に憩えるデザイン性に優れた公共空間の整備等により，人が中心となる都心空間と回遊ネットワーク

が形成されています。 

また，大規模オフィスやコンベンション施設，ラグジュアリーホテル等の国際水準の都市機能の強化

やイノベーションを生み出す多彩な人材の育成と集積が進んでいます。 

 

・備後圏域の玄関口である福山駅周辺においては，都市型産業の集積や遊休不動産を活用したビジネス

モデルの構築などにより，ビジネスの拠点性が強化され人材が集積されるとともに，「居心地が良く

歩きたくなるまちなか」の創出に向けて，人の集まる拠点の整備や道路・広場等の整備など進んでい

ます。 

目指す姿 

（10年後） 



- 59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・急激な人口減少・超高齢社会を迎え，都市の中心部では，空き地や空き家がランダムに発生する都市のス

ポンジ化が進んでおり，郊外では拡散した低密度な市街地が形成されるなど，行政及び生活サービス水準

の低下や公共交通ネットワークの縮小などが懸念されます。 

 

・拡散した市街地の一部は，土砂災害警戒区域等の災害リスクの高い区域に拡がっており，頻発する大規模

災害に対して脆弱な都市構造となっています。 

 

・県民をはじめ，国内外の多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が「住みたい」「働きたい」「訪

れたい」と思える広島ならではのまちづくりや居住環境を実現する必要がありますが，地域特性や既存の

地域資源が十分に生かされていません。 

 

・新型コロナウイルスを踏まえた人々の新たな価値観やライフスタイルの変化に対応したまちづくりが求め

られています。 

 

・広島市都市部については，更新期を迎えた建築物の更新が進んでいないこと，平和記念公園に訪れる国内

外の人々の都心への流れ・滞在時間が少ないこと，商業施設の利用が他の地区と比べ相対的に減少してい

ることなどの課題があります。 

 

・福山駅周辺については，流動客数の減少や空き店舗・空き地の増加などにより，にぎわいが低下していま

す。 

目指す姿の実現に当た

って考慮すべき課題 

 

① 機能集約された都市構造の形成 
地域特性や規模に応じた拠点のレベルごとに必要とされる多用で質の高いサービスを効率的に提供

できるコンパクトに機能集約された利便性の高い都市構造の形成に取り組みます。 

 

② ネットワーク及び交通基盤の強化 
集約された拠点内及び拠点間を結ぶ公共交通ネットワークとそれを支える交通基盤の強化に取り組

みます。 

 

③ 災害に強い都市構造の形成 
災害に強く，安全・安心に暮らせる持続可能な都市構造の形成に取り組みます。 

 

④ 地域と連携し，地域の特性を生かしたまちづくりの推進 
多様な主体と連携し，多世代で住み継ぐことができるゆとりと魅力ある居住環境や「まちなみ」の

創出に向けたモデルづくり，魅力ある建築物の創造，空き地，空き家の活用・解消など，各市町の

特性や地域資源の価値に応じた施策を推進します。 

 

⑤ データと新技術を活用したまちづくり（スマートシティ化）の推進 
県民生活の利便性・快適性の向上に向け，各地域の特性に応じた地域課題を解決するため，関係市

町とまちづくりのビジョンを共有し，「交通」や「安全・安心」などの分野におけるデータと新技

術を活用したまちづくり（スマートシティ化）を推進します。 

 

⑥ 新しい生活様式に対応したまちづくりの推進 
新たな価値観やライフスタイルに対応できるまちづくりに取り組むとともに，歩行空間の拡大や公

園・緑地の充実などのゆとりある空間をまちなかに形成する取組を推進します。 

 

⑦ 人を惹きつける魅力ある都心空間の創出 

広島市都心部及び福山駅周辺において，ハード・ソフト両面にわたり，地域の良好な環境形成や地

域全体の価値を維持・向上させるための活動などを通じて，人を惹きつける魅力ある都心空間の創

出に取り組みます。 

目指す姿の実現に 

向けた取組の方向 
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■エリアマネジメント 

人口減少社会を迎え，これからのまちづくりは「つくること」か

ら「育てること」へシフトしていく必要があるといわれています。 

そのような中，全国各地で幅広い多様な主体が一体となって，地

域の価値を高める様々な活動を行っています。 

地域における良好な環境や価値を維持・向上させるための，住

民・事業主・地権者等による主体的な取組の活動を「エリアマネジ

メント」と呼ばれ，注目されています。 

 

◆エリアマネジメントのポイント 

エリアマネジメントは，幅広い多様な主体による取組であり，

一概にその特徴を述べることは難しいですが，代表的なものとし

で以下の 4つのような特徴があると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広島都心会議 

広島都心部を中心に，各所で再開発の計画や検討が進め

られ，広島のまちづくりが大きく動き出している中，市街

地等の建物の老朽化や，より良い交通環境づくりへの対応，

公共空間の活用等を含めた新たなにぎわいの創出の必要性

など，様々な課題に対し，解決に向けて前進させていくこ

とが求められています。 

地域住民，地権者，民間企業，エリアマネジメント団体

等の様々な関係者や行政と連携し，一体となって継続的に

まちづくりを推進していくため，令和３年４月に広島都心

会議が設立されました。 

エリアマネジメントの背景 

２ 民間の活力を中心とした都市再生 

環境や安全・安心への関心の

高まり、地域活動への参加

意 欲 の 高 ま り

地 域 特 性 に 応 じ た 地 域 の

魅 力 づ く り の

必 要 性

人口減少社会における維持管

理・運営（マネジメント）の

必 要 性

広島都心会議 

（１）地域のエリアマネジメント団体と行

政の中間に位置するプラットフォームの役

割を果たす存在として，双方と連携し，一

体となってまちづくりを進めていくことの

できる，まちづくりの調整・支援の活動 

（２）広島都心部のまちづくりに対する機

運を高め，活性化させる活動 

 

【ポイント１】 

「つくること」

だ け で な く ，

「育てること」 

【ポイント２】 

住民・事業主・

地権者等が主体

的に進めること 

【ポイント３】 

多くの住民・事業

主・地権者等が関

わり合いながら進

めること 

【ポイント４】 

一定のエリアを

対象としている

こと 
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■ウォーカブルなまちなかの形成 

人口減少や少子高齢化が進み，商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念される中，都市の魅

力を向上させ，まちなかににぎわいを創出することが，多くの都市に共通して求められています。 

このような背景の中，「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年９月７日施行）」により，市町

村が，まちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付けることができるよ

うになりました。官民のパブリック空間（街路，公園，広場，民間空地等）をウォーカブルな人中心の空間へ転

換・先導し，民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を図ります。こうした地域の

取組に対して，法律・予算・税制のパッケージによる支援を行うことで，「居心地が良く歩きたくなる」空間づく

りを促進し，魅力的なまちづくりを推進するものです。 

これにより，多様な人々の出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人中心の豊かな生活を実現し，まちの

魅力・国際競争力の向上が内外の多様な人材，関係人口を更に惹きつける好循環が確立された都市を構築していく

ことに繋がります。 

 

◆滞在快適性等向上区域 

都市再生整備計画において，都市再生整備計画区域内に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す

区域として設定するものです。滞在快適性等向上区域内の取組みに対して，法律・予算・税制のパッケージにより

支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり 
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■都市再生特別措置法の改正（立地適正化計画制度の創設） 

都市における今後のまちづくりは，人口の急激な減少と高齢化を背景として，高齢者や子育て世代にとって安心

できる健康で快適な生活環境を実現すること，財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが

大きな課題です。こうした中，医療・福祉施設，商業施設や住居等がまとまって立地し，高齢者をはじめとする住

民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど，福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見

直し，『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。 

こうした背景を踏まえ，行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組んでいくため，

都市再生特別措置法を改正し，立地適正化計画制度が創設されました。 

立地適正化計画は，居住機能や医療・福祉・商業，公共交通等の様々な都市機能の誘導により，都市全域を見渡

したマスタープランとして位置付けられる「市町マスタープランの高度化版」であるとともに，コンパクトシティ

形成に向けた取組を推進するものです。 

 

◆立地適正化計画の意義と役割 

 

 

４ 立地適正化計画 



- 63 - 

 

◆立地適正化計画で定める事項等 

区 域 

（必須事項） 

・立地適正化計画の区域は，都市計画区域内でなければならず，都市計画区域全体とすることが

基本となります。  

・また，立地適正化計画区域内に，居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めると共に，原

則として居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。 

基本的な方針 

（必須事項） 

・計画により実現を目指すべき将来の都市像を示すとともに，計画の総合的な達成状況を的確に

把握できるよう，定量的な目標を設定することが望ましいです。 

都市機能誘導区

域（必須事項） 

・都市機能誘導区域は，医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集

約することにより，これら各種サービスの効率的な提供を図る区域です。  

誘導施設 

（必須事項） 

・誘導施設とは，居住者の共同の福祉や利便性の向上，都市機能の増進に寄与する都市機能増進

施設で，都市機能誘導区域ごとに定めます。  

居住誘導区域 

（必須事項） 

・居住誘導区域は，人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することによ

り，生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう，居住を誘導すべき区域です。 

防災指針 

（必須事項） 

・居住誘導区域等における災害リスク分析を行い，居住誘導区域に残存する災害リスクに対して

地区ごとの課題を踏まえた取組方針，具体的な取組，スケジュール，目標値等を定めます。 

その他 

（任意事項） 

・上記以外に，必要に応じて駐車場配置適正化区域，居住調整地域，跡地等管理区域，特定用途

誘導地区，居住環境向上用途誘導地区，防災移転計画等を定めることができます。 

 

 

 

◆防災指針の検討 

コンパクトで安全なまちづくりを推進するため，災害リスクの高い地域は新たな立地抑制を図るため居住誘導

区域からの原則除外を徹底するとともに，居住誘導区域に残存する災害リスクに対しては，立地適正化計画に防

災指針を定め計画的かつ着実に必要な防災・減災対策に取り組むことが必要です。 

防災指針の検討に当たっては，①～③を行うことが必要です。 

① 立地適正化計画の対象とする地域の災害リスクの分析，災害リスクの高い地域の抽出 

② リスク分析を踏まえた居住誘導区域の設定や，既に設定している居住誘導区域の見直し  

③ 居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針及び地区毎の課題に対応した対策の検討 

これらの検討に当たっては，立地適正化計画で目指すまちづくりの方針についても，防災指針の内容と整合が

図られるよう，適切な見直しを行うことが必要です。また，居住誘導区域外に現に生活している居住者の安全を

確保するための取組も，避難路・避難場所を整備する場合には居住誘導区域外の居住者の利用も考慮して位

置・規模を検討するなど，併せて検討することが必要です。 
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◆跡地等管理等区域 

居住誘導区域外においては，空き地等の発生に

よる居住環境の悪化等の外部不経済を経過措置的

に防止することが重要です。このため，必要に応

じて立地適正化計画に跡地等管理等区域を設定し，

跡地等の管理や地域住民の利用に必要な施設の整

備についての指針（跡地等管理等指針）を定める

ことにより，空き地等の適切な利用・管理を促進

し，良好な居住環境の確保を図ることができます。 

 

（跡地等管理等指針への記載内容） 

〇跡地等の適正な管理 

・跡地等を適正に管理する上での留意点 

・適正な管理水準 

〇跡地における居住者等が利用する緑地・広場等の

整備・管理（R2 拡充） 

・跡地を地域のコミュニティ形成や地域の防災機能

を高めるための空間として利活用する上で必要な

施設（緑地・広場，通路，休憩施設，遊戯施設，

備蓄倉庫等）の整備・管理方針 

〇跡地等管理等協定の活用 

・所有者等による管理が困難な場合，都市再生推進

法人等と跡地等管理等協定を結ぶことで，当該地

の管理や緑地，広場等の整備が可能 

 

 

◆立地適正化計画に基づく都市計画事業の認可みなし制度の創設 

高度経済成長期以降に整備された都市計画道路，

都市公園など都市インフラの老朽化が急速に進行し

ており，立地適正化計画の居住誘導区域や都市機能

誘導区域において計画的な改修，更新を進めること

が喫緊の課題となっています。 

老朽化した都市インフラの計画的な改修を進め，

生活の安全性や利便性の維持・向上を図るため，都

市計画施設の改修事業について，立地適正化計画に

基づく都市計画事業の認可みなし制度が創設されま

した。 

通常の都市計画事業と同様に，都市計画税を充当

して改修事業を推進することが可能となりました。 

また，知事への協議にあたっては，協議書類に複

数施設を一括して記載することが可能など，手続き

も簡素化されています。 
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住宅関連事業者
空き家関連協会
住宅メーカー
不動産業者等

空き地・空き家
所有者

（売却希望）

空き地・空き家
利用希望者

（隣接者，移住者等）

①意向調査

売却
（物買契約）

自治体（市町）
不動産権利調査

意向調査，区域設定

事業提案，土地取引
設計・施工

販売
（売買契約）

②同意書

価格提示

④応募
⑥区画再編案

③事業参加募集
⑤選定

地元住民組織
等

（仮称）ランドバンク協議会
広島県

（オブザーバー）

専門家連携

◆居住誘導の取組み  

広島型ランドバンク事業 

本県では，急激な人口減少と超高齢社会を迎え，中心市街地では，空き地や空き家などがランダムに発生する

都市のスポンジ化が進んでおり，日常生活サービスの低下が懸念されています。そのような人口減少下において

も県民生活や地域経済等の持続性を維持するために，災害リスクが低く利便性が高いエリアへ居住が誘導された

集約型都市構造の形成が必要となっています。 

そこで，中心市街地の空き地や空き家などの未利用ストックを活用した居住環境を整備することで，「立地適

正化計画」で示されている居住誘導区域への居住を誘導し，集約型都市構造の形成を図るため，広島型ランドバ

ンク事業を実施しています。 

広島型ランドバンク事業とは，地元住

民組織と自治体で事業を進める「ランド

バンク協議会」を設置し，区画再編エリ

アの設定，整備方針の決定，関係者調整，

事業者選定等を担い，再編エリアの土地

買収，工事，再編後の土地販売を選定さ

れた住宅関連事業者（民間）が行うもの

です（右図）。 

令和３年度から，三原市本町地区でモ

デル事業を実施しており，それらの検証

結果を基にマニュアルを作成し，全県展

開を図っていくこととしています。 

【参考】ランドバンク事業とは 

ランドバンク事業とは，空き家や空き地などの未利用ストックについて，隣接地や前面道路と一体として捉

え，小規模での区画再編を連鎖させて，接道状況や土地形状の改善を図り，良好な居住環境整備につなげるこ

とにより，土地に付加価値を与え，市場性のあるストックを生み出す事業です。 

事業スキーム 

居住中
（Ａさん）

居住中
（Ｂさん）

居住中
（Ｃさん）

空き家

空き家 空き家

空き地

狭
い
道

狭い道

居住中
（Ａさ
ん）

（Ｂさんが購入）

居住中
（Ｂさん）

居住中
（Ｃさん）

宅地分譲
（新築が可能）

広場等
（地域コミュ二ティ
に活用）

狭
い
道

拡幅した道路（Ａさんが購入）

宅地分譲
（新築が可能）

狭
い
道

居住中
（Ａさん）

立地条件が悪く
市場性も低い

立地条件が改善
市場性も創出

立地条件が悪く
宅地も狭小

立地条件が改善
宅地も拡大

ランドバンク
事業

コーディネート
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■安全まちづくりの推進 

頻発・激甚化する自然災害に対応するため，都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が令和４年４月１日か

ら施行されます。災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制，移転の促進，防災まちづくりの推進の観点から総

合的な対策を講じます。 

 

 

◆災害ハザードエリアにおける開発抑制 

災害レッドゾーンでは，これまで自己以外の居住の用に供する住宅及び自己以外の業務の用に供する施設が禁

止されていましたが，新たに自己の業務に供する施設（自社オフィス，自社ビル，自社店舗（スーパー，コンビ

二を含む），病院，社会福祉施設，旅館・ホテル，工場，倉庫 等）が原則禁止になりました。 

また，市街化調整区域において，地方公共団体が条例 （いわゆる 11 号条例，12 号条例）で区域等を指定す

れば，市街化区域と同様に開発が可能となるエリアから，災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリアを除外し，

災害ハザードエリアにおける開発許可が厳格化されました。 

 

◆災害ハザードエリアからの移転の促進 

災害ハザードエリアから居住誘導区域等へ住宅や施設等の円滑な移転を支援するため，市町が防災移転計画

（居住誘導区域等権利設定等促進計画）を作成し，市町が主体となって移転者等のコーディネートを行い，手続

きの代行等を行う新たな制度が創設されました。 

 

◆立地適正化計画の強化及び防災指針の促進 

立地適正化計画の居住誘導区域から，災害レッドゾーンを原則除外することが明記されました。 

また，立地適正化計画の記載事項として「防災指針」が追加され，市町は居住誘導区域内等で行う防災対策・

安全確保策を定めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 防災まちづくり 
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■流域治水の推進 

近年激甚な水害が頻発しており，今後，さらに，気候変動による降雨量の増大や水害の激甚化・頻発化が予測

されています。このような水災害リスクの増大に備えるために，河川・下水道等の管理者が主体となって行う治水

対策に加え，氾濫域も含めて一つの流域として捉え，その河川流域全体のあらゆる関係者が協働し，流域全体で水

害を軽減させる治水対策，「流域治水」への転換を進めることが必要です。 

 

 

■市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組（逆線引きの取組） 

本県においては，頻繁に襲う豪雨災害では甚大な被害が繰り返し発生しており，これからの都市づくりにおいて

は，ハード・ソフト対策が一体となった総合的な防災・減災対策により，都市の災害リスクを低下させ，災害発生

時においても人命を守り，被害を最小限に止めることが喫緊の課題となっています。 

このような状況を踏まえ，令和元年１２月に改定した「広島県都市計画運用制度方針」において，都市の目指す

べき将来像を設定し，「コンパクト+ネットワーク型の都市」，「安全・安心に暮らせる都市」の実現に向け，災

害リスクの高い区域については都市的土地利用を抑制するため，市街化区域内における土砂災害特別警戒区域につ

いては，市街化調整区域へ編入することを基本的な考え方とし，県内市町と連携の上，段階的な市街化調整区域へ

の編入について検討することとしました。 

また，令和２年 10 月に策定した本県の総合計画である「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」において，持

続可能なまちづくりに向けた施策として“災害に強い都市構造の形成”を掲げ，令和３年３月に策定した「広島県

都市計画区域マスタープラン」において，その実現に向けて，市街化区域内の土砂災害特別警戒区域について市街

化調整区域へ編入する取組（逆線引き）を推進することを位置付けました。 

そして，市街化区域を有する県内１３市町との会議や，令和３年７月に開催した広島県都市計画審議会での議

論を経て，取組の進め方や候補地の選定方法などを取組方針として決定したことから，50 年後には土砂災害特別

警戒区域内の居住者が概ねゼロとなるよう目標を掲げ，市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域へ

編入する取組を推進していきます。 

【参考】都市計画運用指針（国土交通省） 

市街化区域内の現に市街化していない区域において，土砂災害特別警戒区域及び津波災害特別警戒区域その他

の溢水，湛水，津波，高潮，がけ崩れ等による災害の発生のおそれのある土地の区域が含まれる場合は，必要に

応じ，それぞれの区域の災害リスク，警戒避難体制の整備状況，災害を防止し，又は軽減するための施設の整備

状況や整備見込み等を踏まえつつ，当該区域を市街化調整区域に編入することを検討することが望ましい。 
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出典：国土交通省 

大規模盛土造成地の抽出フロー『大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン（国土交通省）』より

■宅地耐震化の推進 

阪神・淡路大震災や東日本大震災等において，谷や沢を埋めた造成宅地又は傾斜地盤上に腹付けした大規模な造

成宅地において，盛土と地山との境界面や盛土内部を滑り面とする盛土の地滑り的変動（滑動崩落）が生じ，造成

宅地における崖崩れ又は土砂の流出による被害が発生しました。 

こうした被害を防止・軽減するため，既存の造成宅地について大規模盛土造成地の有無とそれらの安全性の確認

（変動予測調査）を進める必要があり，本県では，平成 29 年度から令和元年度において大規模盛土造成地の有無

を把握するための調査を実施しています。 

 

◆大規模盛土造成地 

次のいずれかの要件を満たす造成地を「大規模盛土造成地」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大規模盛土造成マップの公表 

宅地における災害を未然に防ぐためには，宅地所有者の方などが日ごろから宅地や擁壁に目を配り，安全の確

保に努めることが大切です。本県では，大規模盛土造成地マップを公表することにより，県民の皆様に身近な

「大規模盛土造成地」を知っていただき，宅地防災に対する理解を深めていただくことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島県の HP で公表しています。 

「大規模盛土造成マップの公表」 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/20170313takuchitaishinka.html#skipl 

 

（１）谷埋め型大規模盛土造成地 （２）腹付け型大規模盛土造成地 
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■新たな用途地域（田園住居地域）の創設 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）において，用途地域

は土地利用規制の根本をなすものとして，市街地の大まかな土地

利用の方向性を 12 種類の典型的な地域として示し，市街地の類

型に応じた建築規制を行っているところですが，今般，農業の利

便の増進を図りつつ，これと調和した低層住宅に係る良好な住居

の環境を保護することを目的に，新たな用途地域として田園住居

地域を創設しました。（平成 30 年 4 月 1 日施行） 

本制度は，用途地域にはじめて農地を位置付け，住宅と農地と

が共存するエリアを望ましい市街地像として新たに示したもので

す。また，農地を都市の緑空間として評価し，保全する観点から，

本用途地域内の農地における建築等に関する許可制度を創設し，

市町村長が許可しなければならない類型を一定規模（300 ㎡

（都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 第 36 条の

６））未満の開発等に限定しました。さらに，本用途地域内では，

低層住居専用地域内に建築可能な建築物に加えて，農業に必要な

倉庫や農産物直売所等の建築を可能とすることとしました。 

例えば，第一種低層住居専用地域等において戸建て住宅と一定

量の農地が調和しており，住と農が一体となった環境を将来にわ

たって保全する機運が醸成されている地域や，高齢化や空き家等の増加により，住と農の調和したゆとりある住宅

地の形成が求められている地域等について，田園住居地域の指定を推進することを想定しています。 

 

◆開発規制・建築規制 

住宅と農地が混在し，両者が調和して

良好な居住環境と営農環境を形成してい

る地域を，あるべき市街地像として都市

計画に位置付け，開発/建築規制を通じて

その実現を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆税制措置 

・田園住居地域内の宅地化農地（300㎡を超える部分）について，固定資産税等の課税評価額を1/2に軽減 

（平成31年度分より適用）  

・田園住居地域内の宅地化農地について，相続税・贈与税・不動産取得税の納税猶予を適用 

 

 

 

 

◆田園住居地域のイメージ 

６ 都市農業の振興 
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■生産緑地地区 

◆条例による生産緑地地区の面積要件の見直し （第３条関係）  

生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第１項第２号に定める

生産緑地地区の面積要件については，平成３年の生産緑地法改正にお

いて，都市計画上，緑地機能を評価できる下限面積として，500㎡以

上とされましたが，以降も都市内の緑地等は継続的に減少し，農地等

の有する緑地機能が相対的に高まっています。稠密な市街地など地域

によっては，より小規模な農地等においても，災害時の避難場所や，

生活の中で身近に緑に触れ合える場等として緑地機能を発揮している

事例が見られます。 

このため，生産緑地地区の面積要件を現行の500㎡以上を原則とし

つつ，下限面積を地域の実情に応じて，条例により300㎡から500㎡

未満の範囲で定めることができるようにしました。 

なお，下限となる300㎡については，身近な避難地として防災機能

の発揮が期待される緑地の面積等を勘案して定めています。 

 

◆直売所，農家レストラン等に係る生産緑地地区内における行為制限

の緩和 （第８条関係） 

生産緑地地区は，営農の継続を通じて農地等の有する緑地機能を

発揮することにより，良好な都市環境の形成を図るという観点から，

地区内で行う建築物の建築，土地の形質変更等の行為については，

市町村長の許可を要することとされております。 

具体的には，農産物等の生産・集荷施設，貯蔵・保管施設，処

理・貯蔵に必要な共同利用施設，休憩施設等の施設に限り，設置が

認められています。 

今般，生産緑地が住宅に近接して立地する環境を活かし，農林漁

業の６次産業化により，農業収入等の途を広げ，経営の安定を通じ

て農地等の安定的な保全を図るという趣旨から，地区内に設置可能な施設として，製造・加工施設，直売所，農

家レストラン（以下「２号施設」という。）を追加しました。このような趣旨を踏まえ，２号施設の設置により，

当該生産緑地地区内の農地の緑地機能の発揮に支障をきたすことがないよう，生産緑地法施行規則 （昭和 49

年建設省令第 11 号）において，以下の要件を定めています。  

 

① ２号施設の敷地を除いた生産緑地地区内の土地の面積が 500 ㎡（市町村の条例で別に規模が定められてい

る場合にあっては当該規模）以上であること。また，２号施設の 敷地面積の合計は，生産緑地地区の面積に

対して 10 分の２以下であること。 

② ２号施設の設置管理者は，当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者であること。 

③ ２号施設のうち，製造・加工施設については，地域内農産物等（当該生産緑地において生産される農産物等

又は当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等）を主たる

原材料として使用する施設であること。直売所については，主として，地域内農産物等や当該生産緑地地区

内で製造・加工された物品を販売する施設であること。農家レストランについては，地域内農産物等を主た

る材料として使用した料理を提供する施設であること。 
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■スマートシティとは 

右図に示す，３つの基本理念と５つ

の基本原則に基づき，新技術や官民各

種のデータを活用した市民一人一人に

寄り添ったサービスの提供や，各種分

野におけるマネジメントの高度化等に

より都市や地域が抱える諸課題の解決

を行い，また新たな価値を創出し続け

る持続可能な都市や地域のことです。 

 

 

 

                         

                        「スマートシティ・ガイドブックより引用」 

■スマートシティの目指す将来像  

◆技術オリエンテッドから課題オリエンテッドへ 

都市に住む人の QOL(Quality of Life)の向上がスマートシティの目指すべき目的であり， 持続可能な取組と

していくためには。やみくもに技術を使うことを優先するのではなく，「都市のどの課題を解決するのか？」，

「何のために技術を使うのか？」を常に問いかけ，まちづくりの明確なビジョンを持った上で取り組むことが重

要です。 

 

 

 

     ＜「課題オリエンテッド」の考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

◆個別最適から全体最適へ 

一つの分野，一つの主体にとっての最適解（個別最適）が，都市全体にとっての最適解にならない場合がある

ことから，主体間でのデータや技術の分野横断的な連携・協働により，都市全体の観点からの最適化（全体最

適）を目指す必要があります。 

※手法の例）各分野のデータを共通プラットフォーム上で統合的に管理・分析を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ スマートシティ 

 

解決すべき課題は 

何か？ 

課題解決す る た め に ど

の よ う な ボ ト ル ネッ

クが ある の か？  

ボ ト ル ネ ッ ク 解 消 の

た め に は ど の よ うな

技術 が必 要 か？  

＜「技術オリエンテッド」の考え方＞ 

解決すべき課題の設定が曖昧なままに，やみくもに技術を使うことを優先 

スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】（H30 年 8 月国土交通省都市局）より引用
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◆公共主体から公民連携へ 

まちづくりに関する構想や計画策定等を担っている主体は行政である一方，まちづくりの課題解決に資する技

術の開発・保有は大学等の研究機関や民間企業が主体です。様々な技術を取り入れ，都市の課題を解決するため

には，産官学が連携することが重要です。 

 

 

 

 

■スマートシティ官民連携プラットフォーム 

○産官学の連携によりスマートシティの取組を推進するため，内閣府，国土交通省，経済産業省，総務省が連

携し，令和元年度に「スマートシティ官民連携プラットフォーム」を設立しました。 

○会員は地方公共団体のほか，民間企業や大学等の研究機関が多数参加しており，会員の事業支援やマッチン

グ支援，普及促進活動などを行っています。 

 

 

スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】（H30 年 8 月国土交通省都市局）より引用

令和３年５月 31 日時点
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■都市計画基礎調査情報を活用した３D都市モデルの構築（Project PLATEAU） 

○各自治体が保有する都市計画基本図や航空測量データとあわせて，都市計画基礎調査情報を活用することに

より，３D都市モデルを構築することができます。 

○３D 都市モデル上で，ハザードマップや人流データなどの様々な情報を重ね合わせ，一体的に分析した上で，

フィジカル空間にフィードバックすることにより，全体最適・持続可能なまちづくりの推進に向けた活用が

期待されています。 

○また，３D 都市モデルでまちの現状・将来パターンを具体的で精緻に可視化することで，市民レベルで共有

し，市民参加型のまちづくりを目指すことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project “PLATEAU” 報道発表資料（R2 年 12 月）より引用
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都市計画のQ&A                       

Q 都市計画って何をするの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 都市計画はどのように決定されているの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 都市計画審議会って何？ 

 

 

 

 

 

 

A 

道路や公園などの公共施設の整備がないまま都市が無秩序に拡がると，防災上の問題や

騒音や日照権などの公害問題，農地や森林の破壊などにつながります。 

また，いざ道路などの公共施設を整備しようとしても多くの家屋の移転が伴えば，単価

の高い非効率な公共投資になってしまいます。 

都市計画は，そのような課題を未然に防ぐために，土地の利用のルールや必要な公共施

設の配置等を計画し，その計画に基づいた制限を実施するものです。 

（第 3 章２参照） 

①無秩序な土地利用

（農地と宅地が混在）

③都市施設整備の不効率

（道路・公園・下水道）

②自然環境の破壊

③計画的な公共施設整備に

より良好な市街地を形成

①都市近郊の優良農地

との健全な調和を図る
都市計画区域

②無秩序な市街地拡大

による環境悪化を防止

A 

都市計画審議会は学識経験者等で構成し，主に，都市計画を定めたり，変更しようとする

時にその都市計画の案について審議を行っています。この審議の時には，住民の方々から出

された都市計画の案に対する意見書の要旨を併せて提出します。 

（第４章２参照） 

 

A 

都市計画の決定は，市町が主体となって決定し，市町の区域を超える広域的・根幹的なも

のを県が決定します。 

決定に際しては，まず，都市計画の案を作成しますが，必要に応じて公聴会や説明会など

を開催し，住民の方々の意見を反映することとしています。 

 作成した案は，都市計画審議会での審議の前に，2週間程度の縦覧を行い，期間中に住民

の方々の意見書を受付けます。 

都市計画の案と上記の意見書の要旨を都市計画審議会に提出し，議を経て決定します。 

 （第４章２参照） 
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A 

市町都市計画マスタープランは，都市計画区域 

マスタープランに即しながら，住民に最も近い立 

場である市町が，住民の意見を反映しながら，将 

来のまちの姿を具体的にまとめたものです。 

都市計画区域マスタープランは広域的・根幹的 

な都市計画に関する事項を定め，市町都市計画マ 

スタープランは，地域に密着した都市計画に関す 

る事項が定められます。 

（第 3 章３参照） 

Q 都市計画区域マスタープランって何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 市町都市計画マスタープランって何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

今後の社会情勢の見通しや都市づくりの目標を踏まえ，広島県がそれぞれのまちの土地の

利用のしかた，公共施設の整備方針など，まちの将来像を明らかにし，その実現に向けた道

筋を示すものです。具体的には，広域的な観点から，都市計画の目標や土地利用，都市施設

の整備等の方針を定めています。 

 

広島県では，これまで

22 の都市計画区域ごと

に都市計画区域マスター

プランを策定していまし

たが，広域的な視点に立

って都市づくりを進めて

いく必要があることか

ら，「広島圏域」「備後

圏域」「備北圏域」の３

圏域を設定し，圏域を単

位とした都市計画区域マ

スタープランを策定しま

した。 

（第２章３参照） 

 

 

 

 

廿日市市都市計画マスタープラン（H30.3）抜粋 

広島圏都市計画区域マスタープラン（Ｒ3.3）抜粋 
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Q 線引きって何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 用途地域って何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

都市計画区域を市街化区域（市街化を促進する区域）と市街化調整区域（市街化を抑制す

る区域 原則建築不可）に分けることを線引きといいます。（線引き都市計画区域） 

線引きは，人口増加などによって市街地が無秩序に拡がるおそれのある都市計画区域で行

われ，線引きをすることで，市街化区域では住宅地をはじめ，道路・公園・下水道などの公

共施設の整備を計画的かつ効率的に行うことができます。また，市街化調整区域では，優良

な田園・森林・自然環境を守っていくことができます。 

市街化区域と市街化調整区域の区分がない都市計画区域は非線引き都市計画区域といい，

用途地域の指定のない地域（通称「用途白地」）においては，建築は可能ですが，土地利用

の混乱を防ぐ目的で建蔽率や容積率などの制限がかかっています。 

（第 3 章 4-1 参照） 

A 

 用途地域とは都市計画法で定められる

地域で，都市計画区域内に指定されま

す。土地利用の混乱を防ぐことを目的と

して，住居系（8 種類），商業系（2 種

類），工業系（3 種類）の 13 種類の地

域が定められています。 

 用途地域ではその地域に応じて，建築

できる建物の用途や大きさ（建蔽率や容

積率，高さなど）が建築基準法により制

限されています。 

 用途地域は，各市町において策定して

いる「都市計画総括図」で確認すること

ができます。 

（第 3 章 4-1 参照） 

中心部に「商業系」，その周りを囲むように「住居系」，

沿岸部に「工業系」が指定されています。

参考：広島圏都市計画区域（呉市）

市街化調整区域

市街化を抑制する区域
原則建築不可

用途地域指定なし
（通称『用途白地』）

原則建築可能

線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域

市街化区域
（＝用途地域）

用途地域

都市計画区域境界都市計画区域境界
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Q 都市計画道路って何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 都市計画で計画されている施設区域内（道路など）で建築する場合は手続きがいるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 開発許可の手続きが必要な場合はどんなとき？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

私たちは，毎日のくらしの中で自動車，自転車又は徒歩で通勤，通学や買い物に出かける

などさまざまな移動を行っています。道路は私たちが日常に行っている移動を安全で快適な

ものにするための重要な施設の１つです。 

また，隣りまちにつながっている大きな道路から家の前のような細かい道路までを網のよ

うに構成することで美しいまちなみの形成にも役立っています。 

さらに，道路は上下水道管などのライフラインの収容空間としての機能や避難路としての

利用，火災の遮断など防災面の機能も持っています。 

 このような道路の中で都市の骨格となり，重要な道路については都市計画道路として位置

付けをしています。（第3章４-２参照） 

A 

都市計画決定した道路などの施設の区域内で建築物を建築しようとする場合は，原則県知

事等の許可が必要となります。 

しかし，軽易な行為（建築物の階数が２以下で，かつ，地階を有しない木造の建築物の改

築，移転）や非常災害のための応急措置，都市計画事業として行う行為等については許可が

不要となっています。 

許可の手続きについては，各市町において取り扱いの部署が異なりますので，各市町の都

市計画担当課にお問い合わせください。（第3章５-２参照） 

A 

開発許可制度は，都市計画区域内での無秩序な市街化をおさえ，安全で適正な市街地の形

成を促すために開発行為を規制・誘導する制度です。下記に該当する場合は開発許可の手続

きが必要となります。（第3章５-１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，都市計画区域外及び準都市計画区域外における開発許可必要規模は，1ha以上とな

っています。 

開発行為とは？ 

建築物の建築や工作

物の建設をするため

に，切土，盛土等の造

成工事を行ったり，土

地の区画を道路・水

路・擁壁等で分けたり

することなど（土地の

区画形質の変更）をい

います。   

 

  

 

 

 

線引き都市計画区域 

（広島圏・備後圏・東広島） 

市街化調整区域 
 

開発行為原則禁止 

（開発許可の要件有） 

市街化区域 

開発許可必要規模 

１，０００㎡以上 

準都市計画区域 

（広島湯来） 
 

開発許可必要規模 

３，０００㎡以上 

 

非線引き都市計画区域 
 

（竹原・三次圏・庄原・因島瀬戸田・宮島・東城・安芸津・川尻安浦・上下・江田島 

西城・千代田・吉田・本郷・河内・世羅甲山・佐伯・音戸・御調） 
 

開発許可必要規模 

３，０００㎡以上 
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Q 市街化調整区域内で開発行為を行ったり，家などの建築物を建てることはできるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

市街化調整区域は，市街化を抑制する区域です。市街化調整区域内では，原則として，①

開発行為を行うこと，②開発行為がない場合でも，建築物等を建築し，改築しもしくは用途

の変更（以下，「建築等」という。）をすることはできません。ただし，県知事等の許可を

受けた場合はこの限りではありません。 

下記に，許可を要しない要件及び許可を要する場合の立地基準を示しますが，詳しくは， 

県または最寄りの市町開発許可担当部署にご相談ください。 

① 市街化調整区域内での開発行為について 

・許可を要しない開発行為             （都市計画法第 29 条第 1 項） 

該当号 開発行為の内容 

2 号 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者用住宅を目的として行うもの 

3 号 公益上必要な建築物の建築を目的として行うもの 

（学校，社会福祉施設，医療施設，庁舎，宿舎を除く） 

4 号 都市計画事業の施行として行うもの 

5 号 土地区画整理事業の施行として行うもの 

6 号 市街地再開発事業の施行として行うもの 

7 号 住宅街区整備事業の施行として行うもの 

8 号 防災街区整備事業の施行として行うもの 

9 号 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で，竣工認可未告示のものにおいて行うもの 

10 号 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

11 号 通常の管理行為，軽易な行為として行うもの 

     注）市街化調整区域内においては，法第 29 条第 1 項第 1 号の規模要件の適用除外なし 

・許可を要する場合の立地基準            （都市計画法第 34 条） 

該当号 開発行為の内容 

1 号 主に調整区域内の居住者が利用する公益上必要な建築物 

（学校，社会福祉施設，医療施設） 

日用品の販売，加工，修理等の小規模店舗等 

2 号 鉱物資源，観光資源の有効利用上必要な施設 

3 号 温度，湿度，空気等，特別な条件を必要とする施設（政令未制定） 

4 号 農林水産物の処理，貯蔵，加工に必要な施設 

5 号 特定農山村法に基づく公告があった土地の所有権移転等促進計画に従って行う農林業

等活性化基盤施設 

6 号 中小企業の連携，共同化，集積による活性化に寄与する事業施設 

7 号 既存工場施設に密接に関連し，事業活動の効率化に必要な施設 

8 号 火薬類を貯蔵又は処理に必要な施設 

9 号 道路管理施設，休憩所又は給油所等の沿道サービス施設 

火薬類の製造施設 

10 号 地区計画，集落地区計画に定められた内容に適合する施設 

１１号 市街化区域に隣近接し，かつ，一体的な日常生活圏を構成している地域で，50 戸以

上の建築物の連たんする条例で指定した区域及び用途の建築物 

１２号 市街化を促進するおそれがなく，市街化区域内では困難又は著しく不適当と認めら

れ，条例で区域，目的，用途を定めた施設 

１３号 既存の権利の届出の行使として行う自己の居住又は業務用施設（原則，線引き時から

５年以内）   

１４号 市街化を促進するおそれがなく，市街化区域内では困難又は著しく不適当と認められ

る施設で，開発審査会の議を経たもの 

注）工作物の建設を目的とした開発行為については適用のないものがあります。 
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Q 立地適正化計画とは，どのような計画ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市街化調整区域内での建築等について（開発許可を受けた区域以外） 

・許可を要しない建築等                （都市計画法法第 43 条第 1 項） 

該当号 建築等の内容 

本文 法第 29 条第１項第 2 号，第 3 号に掲げるもの 

１号 都市計画事業の施行として行うもの 

2 号 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

3 号 仮設建築物の新築 

4 号 法第 29 条第１項第 4 号から第 9 号までに掲げるもの 

5 号 通常の管理行為，軽易な行為として行うもの（注） 

   

・許可を要する場合の立地基準       （都市計画法施行令第 36 条第 1 項） 

該当号 適用基準の種類 

３号イ 法第 34 条第 1 号から第 10 号に規定するもの 

３号ロ 法第 34 条第 11 号に基づく条例で定めたもの 

３号ハ 
市街化を促進するおそれがなく，市街化区域内では困難又は著しく不適当と認めら

れ，条例で区域，目的，用途を定めたもの 

３号二 法第 34 条第 13 号に規定するもの 

３号ホ 
市街化を促進するおそれがなく，市街化区域内では困難又は著しく不適当と認められ

る施設で，開発審査会の議を経たもの 

 

  その他，市街化調整区域内で開発許可を受けた区域においては，工事完了公告の後は，

原則として，予定建築物等以外の建築物・工作物の建築等を行うことができません。（都

市計画法第４２条第１項） 

 

（出典：広島県ホームページ「開発許可の手引き」 -抜粋-  

   （詳しくは，こちらをご参照ください。） 

トップページ〉組織でさがす〉土木建築局〉都市環境整備課〉開発許可申請の手引 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/1225344448675.html ） 

A 

今後のまちづくりは，人口の急激な減少と高齢化を背景として，高齢者や子育て世代にと

って，安心できる健康で快適な生活環境を実現すること，財政面及び経済面において持続可

能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中，医療・福祉施設，商業施設

や住居等がまとまって立地し，高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利

便施設等にアクセスできるなど，福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し，『コン

パクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。 

 このため，都市再生特別措置法が改正され，行政と住民や民間事業者が一体となったコン

パクトなまちづくりを促進するため，立地適正化計画制度が創設されました。 

（第５章１参照） 
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Q 立地適正化計画における「防災指針とはどのようなもの」ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Q 生産緑地って何？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

良好な都市環境の形成を図るために，市街化区域内農地を緑地として機能させ，計画的に

農地を保全していこうとする制度です。 

都市計画法によって，「生産緑地地区」として指定された農地を指します。（注：市街化

区域内に限ります。） 

生産緑地の指定を受けることで固定資産税，相続税等の優遇が受けることができます。し

かし，生産緑地内では，建築などの行為が規制され，一定期間農業経営を続けることが義務

づけされます。（第５章４参照） 

 

A 

居住誘導区域内に残存する災害リスクに対して，リスクの提示（例：床上浸水の頻度が高

い地域など），災害リスクの低い地域への（居住や都市機能）誘導，ハザードへの対策

（例：災害リスクの低減させる整備の重点的に推進）等の計画的かつ着実に必要な防災・減

災対策に取り組むことです。（第５章１参照） 
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S17.11.26 H16.5.31 28,667 1,381
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S40.2.18 30.8 302.4 S25.6.1

H3.9.30 91.7 S35.11.4

30.8 394.1

S63.4.1 17.0 S63.4.1

H26.3.24 12.0 H.8.12.2

H25.7.22 31.0 H25.7.22

662.0 3763.5

200 H19.4.1

200

ha

31.7 S57.11.25

87 S49.9.27

63.2 S49.9.27

 603.4 S49.9.27

9.5 S15.9.4

21.2 S15.9.4

20.2 S15.9.4

32.9 S15.9.4

72.7 S16.1.30

3,022.2 R1.6.13

3,964.0

ha



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

747.6 172.8 16.7 345.8 1.7 6.6 79.2 6.8 118 747.6 S40. 7. 6

H11. 1.14

H16. 5.31

H17. 6. 9

H18. 2. 2

H18. 2.16

H21. 1.15

403.0 70.8 294.8 0.6 11.0 26.2 403.0 S34.10.27

S62. 9. 3

H13.11. 5

H19. 3.26

H23. 2.24

H26. 8.18

29.6 8.6 2.4 18.6 29.6 S40. 3. 3

H19. 4. 9

1180.2 252.2 16.7 640.6 0 2.3 0 9.0 108.8 6.8 144.2 1180.2

71.0 43.8 1.7 3.3 22.0 70.8 S39.12.28

H17. 3.17

H23.12.12

H26.3.6

195.3 30.2 153.5 2.0 0.8 0.5 8.3 195.3 S40. 7. 6

S40.12.28

H18. 3.23

H20.12.11

0.9 0.9 0.9 H22. 3.19

0.8 0.8 0.8 H22. 3.19

268.0 74.0 0 153.5 0 3.7 0 0.8 3.8 0 32.0 267.8

0.6 0.4 0.3 0.6 H25.3.28

0.3 0.2 0.1 0.3 H19.3.19

2.4 2.4 2.4 H19. 3.26

H26. 3.24

39.2 0.9 37.6 0.5 0.1 0.02 39.12 S39. 7.23

H19. 3.26

H26. 3.24

0.1 0.1 0.1 H19. 3.26

H26. 3.24

0.6 0.6 0.6 H19. 3.26

H26. 3.24

1.6 1.5 0.1 1.6 H19. 3.26

H26. 3.24

80.1 6.7 73.4 80.1 S39.12.28

H1. 3. 2

H19. 3.8

1 1 1 S39.12.28

H1. 3. 2

8.2 4.5 3.7 0.1 8.3 S40. 7. 6

H13.11.15

H19. 3.26

H28.8.24

0.2 0.2 0.2 H22. 3.15

3.4 3.4 3.4 S39. 7.23

H19. 3.26

3.7 3.0 0.7 3.7 S39. 7.23

H18. 3.15

H30.8.6

1589.6 351.0 16.7 905.1 0.0 11.3 0.0 9.8 112.7 6.8 176.42 1589.4

ha

ha

S51.9.17

H3.4.8

261

73 S60.3.28

(ha)

188

1,013.3 S42.12.18 H 5. 1.11

115.0 S46.10.28 S61. 7.31

1,128.3

ha



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 S57.4.1

8.6 H20.3.31

16.8 R1.6.13

30.4

ha

4.5

ha

4.5 H10.2.20

A B

712.4 90.93 580.62 426.79 81.97 15.36 25.49 470.248 66.0

414.74 48.67 337.47 249.91 39.39 6.18 22.42 320.284 77.2

129.14 17.54 103.36 78.11 13.70 6.54 1.70 63.53 49.2

35.1 4.76 29.17 26.60 0.95 1.17 13.00 37.0

63.64 4.04 58.18 34.59 18.21 1.34 0.08 35.40 55.6

21.43 1.23 18.78 18.78 1.30 0.12 14.98 69.9

20.98 5.27 15.71 15.71 14.59 69.5

7.94 7.94 6.39 2.79 35.1

19.43 9.42 10.01 3.09 3.33 5.67 29.2

422.45 45.21 363 215.39 96.46 6.75 7.49 302.8 71.7

57.10 3.37 52.14 40.24 4.60 1.59 47.55 83.3

70.7 15.67 50.18 31.86 14.97 1.16 3.69 49.55 70.1

263.87 26.17 229.9 120.97 72.28 4.00 3.80 186.63 70.7

30.78 30.78 22.32 4.61 19.07 62.0

150.43 27.09 121.08 27.89 35.13 1.62 0.64 93.15 61.9

23.61 20.58 9.28 10.05 1.15 1.88 9.66 40.9

40.92 24.31 15.04 8.34 5.75 1.57 33.64 82.2

18.12 18.12 18.12 12.56 69.3

13.54 13.54 9.87 3.67 10.05 74.2

0.47 0.47 0.18 37.9

9.12 9.12 9.12 8.37 91.8

8.26 8.26 3.01 3.48 42.1

5.71 5.71 5.41 4.45 77.9

2.56 2.56 2.56 2.56 100.0

12.87 12.87 3.68 7.47 58.0

2.38 2.38 2.38 0.55 23.1

15.58 15.58 11.09 15.00 96.3

5.31 5.31 5.31 2.06 38.8

3.81 3.81 3.31 3.69 96.9

8.77 8.77 0 0.0

1456.31 196.31 1198.05 697.56 297.02 26.45 35.50 979.91 67.3

A DID

B DID

(km)
( )

(km) (km)

(km)

(km) (km)



/

6,634

4,300 4,300

4,000

7,966

3,300 3,300

3,000 3,000

2,300 2,300 4,602

4,500 4,500 9,838

3,200 3,200 3,119

3,150 3,150 3,460

26,976

4,500 4,500

3,000 3,000

154,338

7,600 7,600

13,300 13,300

6,600 6,600 33,734

2,600 2,600 7,064

18,652

3,800 3,800

3,900

2,400 2,400 2,054

2,800 2,800 5,484

23,600

4,700

2,300

19,926

3,000

3,800 1,400

10,446 10,446 19,986

12,396

8,700 8,700

3,200 3,200

7,000 7,000 2,394

5,000 5,000 10,790

3,600 3,600 9,354

14,000 14,000 42,540

8,794

2,400 2,400

2,000 2,000

2,788

1,900

2,800 2,800

1,640 1,640 1,842

2,934

2,700 2,700

2,800 2,800

18,048

6,000 6,000

2,250 2,250

9,714

4,700 4,700

1,700

8,300 8,300 3,532

3,243 3,243 842

880 68

2,100 2,082 232

2,000 2,000 1,086

2,430 2,430

1,600 1,600

1,460 1,460 136

196,899 172,101



h
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h
a

h
a

h
a

h
a

h
a

h
a

h
a

h
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( ) ( )

13,006 13,007 45,190 52 145,160 4 400,620 89.1

3,402 3,402 2,890 22 44,200 4 87,070 91.0

720 720 19,858 5 7,780 1 27,000 99.7

2,082 2,082 1,300 20 27,990 2 153,010 59.1

562 562 4 14,020 89.3

553 553 2 842 85.0

572 572 157,000 83.9

387 387 5 8,200 99.7

21,284 21,285 226,238 110 248,192 11 667,700 86.8

1,132 1,132 7 21,895 58.4

520 520 29,520 6 13,434 1 36,800 62.7

8,736 8,736 770 33 78,810 1 31,025 83.0

1,169 1,169 200 10 18,790 30.5

11,557 11,557 30,490 56 132,929 2 67,825 74.4

2,864 2,864 5,140 4 4,260 2 170,150 61.8

794 794 7 10,360 2 39,920 12.2

1,090 1,090 218,000 3 5,040 2 37,050 43.1

929 929 177,634 1 28,200 56.9

60 60 3,620 4 660 1 11,060 100.0

222 222 69,142 1 19,300 100.0

323 323 1 1,860 1 26,970 31.0

644 644 260 4 4,000 2 43,500 85.2

104 104 180 1 4,390 91.3

318 318 1,130 1 19,070 97.2

489 489 66,640 1 10,350 72.6

178 178 35,300 1 4,600 100.0

794 794 3 7,552 63.1

249 249 72.7

272 272 52,000 1 15,000 30.9

42,171 42,172 885,774 192 414,853 30 1,165,085 76.9

(ha) (m)(ha)

(ha) ( ) ( ) ( )

4,885 9,356 17 65,740 0 0 87.2

2,867 110 13 58,180 87.1

545 1,580 85.5

553 4,900 85.0

572 2,766 1 760 83.9

348 3 6,800 99.7

9,255 23,500 1 6,920 1 286,040 76.1

8,086 22,600 1 6,920 1 286,040 82.7

1,169 900 30.4

2,382 13,410 1 760 1 66,000 58.6

1,132 10,510 1 760 1 66,000 58.7

794 2,900 63.1

207 22.2

249 74.7

16,522 46,266 19 73,420 2 352,040 76.9

(ha) ( ) ( )

65 27.7

257 5270 8 1230 86.8

208 3 13050 100.0

530 5,270 11 14,280 84.7



 

 

 

( ) ( )

2 20,040 20,040

1 6,880 0

1 1,710 0

2 15,400 15,400

2 10,350 10,350

8 54,380 45,790

(ha) ( )
(ha)

7 5.15 2,590 5.15

2 0.61 841 0.61

2 0.40 545 0.40

1 0.30 94 0.30

3 0.57 516 0.43

15 7.03 4,586 6.89

(ha) ( )
(ha)

7 0.57 7,608 0.57

1 0.31 1,400 0.31

2 0.19 1,350 0.19

2 0.09 1,310 0.09

12 1.16 11,668 1.16

(ha) (ha)

4 2.4 2.4

4 2.4 2.4

( )

1 0.04 0

1 0.04 0.00

( ) ( )
( )

1 45.00 2 45.00

1 170.00 15 170.00

2 215.00 215.00



(ha) (ha)

1 12,000.0 0.0

1 12,000.0 0.0
 

(km) (km)

2 5.4 2.8

2 3.6 3.0

4 9.0 5.8

(km) (km)

5 2.0 2.0

3 1.0 1.0

8 3.0 3.0

(ha) (ha)

1 0.5 0.5

1 0.5 0.5

( ) ( )

1 12.21 12.21

1 12.21 12.21

(ha) (ha)

2 19.0 16.6

1 5.4 5.4

2 13.1 13.1

1 6.8 6.8

1 0.8 0.8

1 1.0 1.0

8 46.1 43.7



(ha) (ha)

1 1.0 1.0

2 12.8 12.8

1 0.6 0.6

1 3.4 3.4

1 0.9 0.9

1 2.0 2.0

2 5.2 5.2

1 2.2 2.2

1 0.9 0.9

1 2.1 2.1

1 0.5 0.5

1 0.6 0.6

1 1.8 1.8

1 0.6 0.6

16 34.6 34.6

 

(ha) (ha)

1 1.2 1.2

1 2.9 2.9

1 1.2 1.2

1 1.2 1.2

2 2.7 2.7

2 27.2 8.0

1 0.4 0.4

2 1.2 1.2

1 0.3 0.3

12 38.3 19.1

(ha) (ha)

1 0.1 0.1

4 11.0 11.0

1 0.8 0.8

1 8.1 8.1

1 1.2 1.2

2 3.0 3.0

1 8.0 8.0

1 0.8 0.8

1 1.4 1.4

1 0.6 0.0

14 35.0 34.4



(ha) (ha)

1 5.9 5.9

1 5.0 5.0

1 1.7 1.7

1 0.7 0.7

4 13.3 13.3

(ha) (ha)

1 5.4 5.4

1 1.2 1.2

2 6.6 6.6

(ha) (ha)

1 3.2 3.2

1 2.4 2.4

2 5.6 5.6

(ha) (ha)

1 1.8 1.8

1 4.7 4.7

2 6.5 6.5

(ha) (ha)

1 0.1 0.1

1 0.1 0.1



 

(ha) (ha)

1 2.00 2.00

1 0.86 0.86

1 3.17 3.17

1 1.10 0.00

1 2.00 2.00

1 0.30 0.30

2 5.70 5.70

3 6.10 6.10

1 2.40 2.40

1 1.42 1.42

2 4.00 4.00

1 0.50 0.50

1 0.59 0.59

1 0.26 0.26

1 0.52 0.52

1 0.15 0.15

1 0.95 0.95

21 32.02 30.92

(ha) ( )

1 14.3 3,890.0

1 14.3 3,890.0

(ha) (ha)

1 19.2 19.2

1 19.2 19.2

(ha) (ha)

1 188.0 143.0

1 188.0 143.0

( ) ( )

14 320.0 320.0

6 83.0 83.0

2 50.0 50.0

22 453.0 453.0



( ) (  )

1 1,170.0 0.0

1 1,170.0 0.0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S16.8.8 S24.7.6

S41.9.24 S42.3.17

S42.3.31

S41.11.15 S43.2.24

S43.2.24

S41.2.15 S51.2.3

S53.9.25

S54.12.4 S56.1.20

S58.6.23

S58.1.27 S61.7.21

H11.4.26

S60.10.17 H1.7.20

H2.5.7

H20.11.14 H22.1.29

H22.9.16

S36.3.16 S36.5.26

S60.8.27 S46.12.2

S39.2.24 S39.3.31

H1.11.2 H15.10.28

H6.3.14 H7.8.22

H20.1.29 H20.3.12

H10.8.31 H12.11.7

H25.3.27

S21.10.4 S22.5.30

S41.12.28 S45.6.19

S21.10.4 S22.9.10

S41.12.28 S46.3.31

S21.10.4 S35.10.21

S44.5.15 S53.3.31

S32.7.12 S33.9.5

S39.10.29 S44.10.21

S42.12.15 S44.1.14

S47.5.6

S46.1.29 S48.3.31

H6.11.28 H10.8.15

H7.4.1

H19.6.11

S46.12.10 S47.2.22

S52.1.11

S47.9.16 S48.3.31

S58.11.14 S60.1.16

S51.2.10 S51.11.5

S58.11.4 H4.3.31

S61.2.25 S61.10.1

S61.8.2 H2.5.28

S62.3.2 S62.12.3

H6.10.31

H4.4.13 H4.11.18

H11.3.18

H9.10.20

H20.9.29

H11.3.31 H14.12.16

H22.1.19 H22.7.20

H30.9.14

S39.10.29

S62.3.2 S62.6.22

H4.11.5

H11.4.1 H14.11.29

H24.11.1

H4.10.29 H13.3.30

H20.12.1 H20.12.1

S21.10.4 S21.11.1

S46.8.31 S46.4.23

S36.10.10

H17.3.31

S37.8.2 S37.11.13

S42.3.24 S43.11.15

S54.4.6 S55.1.10

H4.7.24

H2.3.8 H3.11.28

H25.3.29

H10.2.20 H10.9.28

H14.8.6

ha

45.8

H15.12.25

6.5 S36

S41

S47

H25 H20.8.21

S61 S61.7.21

29.0 S39 H21

H12

S21

21.2 H7

H28.3.31

510.7 S21 S50

H3216.2

S50 S45.1.9

18.2 S35 S54 S48.4.3

582.5

S33 S48 S45.10.23

17.0 S43 S47 S47.7.28

23.2 S46 S53 S52.10.25

65.2 S47 H2 S60.3.8

51.7 S51 H13 H9.1.31

2.1 S61 H3 H2.8.4

84.1 S62 H16 H11.9.10

13.0 H4 H17 H12.1.31

6.2 H14 H28

52.5

12.2 H14 H35

1.3 S62 H4 H4.11.5

2.0 H12 R

232.2 S21 S46

40.7 S37

S47.1.21

S47 S47.11.24

40.9 S54 H9 H10.3.2

31.0 H3 H28 H28.9.16

4.5 H10 H14 H14.11.28

UR H22 H30

S44.8.19 

S47.1.11 

2.9 H30 R7

H18 H18.4.26 

H7

S16 S2644.7

H30

13.8

74.5

S41

S60 H

1.9

1.8

S41

12.6

2.5

0.8

S42

H20 H21

S40 S53

S57 H10

S54 S56

6.9

5.0



S21.10.4 S21.11.1

S47.2.18 S47.1.17

S27.12.26 S32.2.4

S29.3.31 S32.1.11

S41.9.10 S44.11.29

S33.3.9 S35.3.31

S33.9.16 S34.2.25

S38.10.4

S34.9.28 S35.2.23

S34.9.28 S35.3.3

S37.2.16 S37.5.27

S40.12.28 S42.3.28

S37.2.16 S38.11.8

S43.12.3

S37.2.16 S41.3.11

S38.11.28 S39.3.31

S41.8.27

S42.4.21 S42.8.8

S50.3.25

S42.4.21 S42.12.8

S48.2.6

S42.4.21 S45.4.7

S45.4.7 S47.8.18

S42.12.27 S43.3.8

S43.9.2 S44.12.1

H7.3.31

S44.5.14 S44.12.6

S55.6.24 S61.3.28

S44.5.14 S48.2.2

S50.9.5 S50.9.23

S45.7.21 S45.12.15

S49.12.9

S45.12.22 S46.8.9

S53.4.25

S46.10.27 S47.1.13

S57.7.22 H2.1.24

S47.2.9 S47.5.26

S49.5.19 S52.7.29

S47.7.10 S48.6.5

S51.11.2 S53.7.3

S57.7.22 S57.6.10

H2.7.27 H10.4.9

S58.8.23 S59.12.19

H6.3.29

H3.3.25 H7.7.3

H7.3.13 H16.3.5

H3.9.30 H4.9.7

H24.2.24

H4.9.10

H9.2.10 H9.12.4

H20.2.19

S44.5.14 S50.10.31

R1.7.4 H23.8.29

S47.11.24

H26.12.3

S21

26.2 S31

S52 S47.5.9

38.0 S31 S40 S40.7.30

382.0

S43 S44.2.11

13.6 S34 S39 S39.4.21

4.9 S33 S38 S39.3.27

26.1 S34 S36 S36.5.26

15.0 S34 S38 S39.1.17

109.6 S37 S42 S42.8.28

214.5 S38 S43 S44.2.6

2.1 S40 S42 S42.12.1

175.2 S38 S45 S45.7.31

82.8 S42 S50 S50.10.31

61.0 S42 S48 S48.4.20

17.0 S45 S47 S47.12.8

H9 H2.10.11

6.1 S42 S44 S44.8.22

S44

35.1 S44

5.6

S62 S56.9.4

33.1 S47 S57 S52.12.9

314.5

S45 S49 S50.1.28

212.3 S46 S56 S53.9.1

6.0 S46 H7 H2.5.17

6.9 S47 S53 S52.11.29

4.2 S48 S59 S54.3.20

11.4 S57 H12 H8.6.13

11.2 S59 H9 H3.3.7

11.8 H7 H23 H11.10.21

70.3 H4 H26

H17.7.11

38.3

19.0

10.6 S50

H9

H32

H22

ha



S47.11.24 S48.1.23

S60.5.20

S47.11.24 S48.3.6

S59.2.9 H4.8.20

S32.11.26

H26.12.3

S54.7.25 S54.8.9

S58.8.29 S59.3.28

S63.8.4 H11.3.1

S60.12.20 S61.3.3

H15.3.12

H4.9.10 H5.2.12

H24.2.23

S48.6.5 S48.9.14

S50.12.16

S50.10.21 S51.9.10

S58.3.24 H2.7.11

H4.9.10 H5.11.12

H14.1.28

S33.3.28

H25.4.1

S46.3.25 S46.7.31

S57.3.30 S59.3.31

H15.3.31

H1.3.9 H29.3.8

H27.11.4

H3.12.9 H7.3.13

H24.2.14

H4.9.10 H5.8.27

H19.3.13

H20.9.25 H21.8.12

R1.11.22

S47.2.12 H8.9.25

H7.12.18 H28.12.19

H1.8.3 H2.6.18

H24.3.28 H24.3.28

H5.8.2 H22.1.27

H21.8.27 R2.3.12

H10.8.10 H12.3.24

H18.3.16

H8.2.1 H13.2.28

H24.2.27 H24.3.30

91 4697.7

0.4 S54 S56

1.7 S60

S56.7.21

65.3 S59 H11 H9.7.3

H12.9.28

63.6 H4 H25 H17.6.16

S49.9.13

H15 H14.9.30

22.0

H5

91.8

113.7 H11.6.3

6.3

7.6

H4 H5.2.26

H28 R12

H30.6.28

H26

H16S58

H6

H2 H24 H24.6.28

30.3 H29

H21

R4

17.1

R52.2

H32

47.8 H10 H26

10.7 H12

10.8 H29

48.4

S56.3.27

S47 H4

S46

H22

17.4

42.7

10.6

S49

S48 S53

S61

S51

45.6 S47

R4

H1.9.25

H19.2.15

H5 H19 H14.1.15

S53.9.19

ha



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

5 0.23 9/10 90/10

6 0.20 9/10 90/10

1.2 0.71 9/10 90/10 H5.8. 2

1.4 0.83 9/10 110/10 200m
S63.9.16

H20.3.26

1.9 1.00 9/10 76/10 180m H23.4.12

1 0.16 4.4/10 37/10

2 0.36 6.7/10 52/10

A 0.42 8/10 45/10

B 0.12 7.5/10 43/10

3.7 2.00 7.5/10 49/10 H10.2.19

1 0.16 6.8/10 74/10

2 0.27 4.8/10 100/10

1 0.65 8/10 60/10 100

2 0.83 7/10 40/10 110

0.3 0.20 5/10 60/10 70 H23.3.1

1.3 0.63 9/10 54/10 S62.10.22

2.8 8/10 60/10
S49.2.22

S55.9.16

0.7 0.40 8/10 70/10
S55.3.14

S56.8.4

1.0 0.56 8.4/10 69/10
H15.3.5

H19.6.1

2.6 1.00 5/10 20/10 H8.8.12

22.915

1

0.8

H13.7.3

H18.8.82.9

0.7

0.7

H2.11.22

H9.10.20

0.9
S49.12.6

H9.10.20

A

B

C

H4.11.10

ha

S49.5.31

S54.2.23

S43.3.23

S57.9.6

S46.1.8

S60.11.18

459.2 45.6 6

425.0268.2

54.0 8.0

12.6 1137.0

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

S60.3.29 16.6 0.6 4

H11.7.7

S62.3.2 345.4 345.4 200

H17.5.20

S62.3.2 18.1 18.1 165 1.5 10

H8.3.25 1

H1.3.27 11.2 11.2 3 400 5

H11.7.27 2

H2.3.8 2.7 2.7 2 1 60 10

H28.6.23 5

H4.4.13 13.6 13.6 1 165

H8.3.25

H4.4.13 83.8 83.8 4 300 3

H19.9.28 165

H5.2.8 81.0 81.0 3

H28.6.23

H7.10.30 34.0 34.0 1 5 500 10

H28.6.23 5

3

1.5

H7.10.30 30.4 30.4 3 100 50 165 1

H16.5.31 1

H7.10.30 93.6 93.6 3 1000 5

H27.6.29 165 1

1

H7.10.30 37.0 37.0 3 300

H15.10.29 165

H7.10.30 12.3 12.3 3 165

H16.5.31

H7.10.30 15.0 15.0 3 165

H15.10.29

H7.10.30 90.5 90.5 6 120 165 1.5

H24.2.16 1

0.5

H8.3.25 35.7 32.3 8 200 100 4

H28.6.23 2

1

H8.3.25 12.8 12.8 3 200 165 2

H28.6.23

H8.3.25 7.1 7.1 3 300 3

H15.10.29 165

H8.3.25 10.6 10.6 2 165

H16.5.31

H8.2.13 63.4 63.4 4 600 50 80 400 2

R2.2.28 200

150

100

60

50

H8.3.25 30.2 27.1 5 600

R2.2.28 500

400

300

H8.3.25 136.7 136.7 5 600

R2.2.28 500

400

H8.3.25 53.1 30.0 4 400

H9.10.20

H8.3.25 133.1 133.1 3 500 150 250 2

H16.5.31 400

H8.11.15 5.9 5.9 1 1000

H15.10.29

H8.11.15 28.2 28.2 2 200 60 1000 5

H25.2.20 1

H9.10.20 0.9 0.9 1 1 1

H11.7.27

H10.2.19 103.9 103.9 7 200 1000 3

H28.6.23 300 2

200 1

165

H10.8.31 68.5 68.5 5 165

H28.6.23

H11.1.14 3.5 3.5 1 500 3

H30.4.1 1

H11.3.31 69.1 67.7 1 1000 5

H30.4.1 3

2

1

H11.3.31 205.4 205.4 1 13 200 60 500 25 10

H27.6.29 100 50 300 18

200 10

165 5

3

2

1

1.5

1

(m)

/

(ha)

( )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

H11.12.8 6.9 6.9 2 165 1

H15.10.29 1

H12.2.21 38.4 38.2 5 300 2

H19.9.28 165 1

H12.2.21 48.3 48.3 3 300 10

H16.5.31 165 1

H12.2.21 15.2 15.2 2 300 2

H16.5.31 165 1

3

1.5

0.75

H13.3.1 25.8 25.8 1 5

H14.2.18 61.8 61.8 2 1000 5

H28.6.23 3

1

H14.2.18 7.1 7.1 2 300 2

H16.5.31 165 1

H14.2.18 8.6 8.6 2 165

H16.5.31

H14.2.18 9.9 9.9 1 165 1

H16.5.31 1

H15.8.21 3.1 3.1 1 5

H28.6.23 3

3

H15.8.21 0.9 0.9 1 3 20

H30.4.1 1 12

H16.4.21 4.4 4.4 2 12

H17.4.20 55.9 55.9 4 12

H28.6.23

H18.11.28 48.7 48.7 2 165 1 12

H28.6.23 0.5

1

0.5

H19.3.29 91.2 91.2 6 300 2 15

H24.5.31 165 1 10

H20.9.29 48.3 48.3 2 2 22

16

H20.12.5 39.1 39.1 1 2 1000 5

H30.4.1 3

2

1

H21.3.30 21.1 21.1 1 3

H28.6.23 1

H21.3.30 1.4 1.4 1 100 50 165 1 10

0.75

H21.6.1 7.6 7.6 1 2 200 70 500 6

H28.6.23 60 165 2

1

1

H22.1.19 29.4 29.4 6 2 1 4 10 650

H29.8.2 400

200

H23.7.4 0.7 0.7 1 150 0.5 10

0.5

H23.8.26 11.3 11.3 2 2 500 5

H28.6.23 2.5

H23.8.26 9.5 9.5 2 300 5 31

H28.6.23 2

H23.8.26 84.0 84.0 4 3 8 1000 5 10

H29.7.3 300 3

165 2

1

1.5

1

H24.2.28 41.6 39.3 3 165 1 10

H28.6.23 0.5

1

0.5

H25.2.28 27.7 24.6 1 200 1 10

H25.8.12 5.6 3

H25.9.30 2.4 2.4 2 200 70 1

H30.4.1

H26.2.28 1.0 1.0 2 165 1

H29.7.3

H26.2.28 2.4 2.4 2 1

H29.7.3

H27.8.12

H28.12.19 1.9 1.9 1 200 60 165

H27.8.12 165 2

H30.4.1 200 60 300 1

1

200 60 1

70 1

1

1
200 60 165R1.12.17

2

1.4 1.4 1

R1.12.17 1.7 1.7

9.4 9.4 4

/

(ha)

( )
(m)



H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

H8.3.25 13.8 13.8 1 2 200 60 1500 2.5

R1.10.3 1.5

1

H10.10.28 5.9 5.9 1 500 1

H30.4.1

H22.2.15 23.1 23.1 1 2 2 165

H23.11.7

S63.3.1 81.6 42.2 3 165 1 15

H24.5.31 1

S63.3.1 78.0 51.3 4 165 1 15

H8.3.25 1

H7.3.15 32.0 13.2 2 1000 3

H30.4.1 500 2

1

H7.3.15 5.4 5.4 1 165 1 15

H8.3.25 1

H8.3.25 4.0 4.0 1 165 10

H24.5.31

H8.3.25 221.8 221.8 1 80 40

H24.5.31

H10.8.3 37.6 23.0 5 200 80 165 1 20

H16.5.31 1 10

H11.1.14 11.0 11.0 1 500 3

H30.4.1 1

H12.3.1 14.8 14.8 2 165 1 15

H16.6.7

H16.5.31 28.3 28.3 2 500 1

H30.4.1 1

H16.6.7 21.2 21.2 2 165

H17.6.9 11.3 11.3 3 1000 1

H30.4.1 500

H18.11.9 16.2 16.2 4 130 1

H20.7.30 7.0 7.0 4 12

H22.5.31 1.0 1.0 1 130 1 9

H24.5.31 0.8 0.8 1 165 1

H25.2.7 19.7 19.7 1 31

H30.4.1

H13.12.5 12.0 12.0 1 3 1 2

H31.3.7

H14.8.29 63.9 63.9 6 1000 1.5 10

H30.4.1 130 1.5

1

H20.12.1 3.6 3.6 10 1 1

H22.11.30 5.5 5.5 1 5 200 60 165

R2.2.3

H23.5.19 6.0 6.0 1 1 1 200 60 500

H27.6.4

H26.4.22 2.2 2.2 1 1 200 60 165

H7.10.30 28.4 28.4 2 165 1 15

H28.4.28

H8.3.25 31.3 31.3 2 300

H28.4.28

H8.3.25 4.5 4.5 200 0.5

H28.4.28

H9.3.25 31.1 31.1 4 165 1 12

H28.4.28 1 10

H10.9.22 10.7 10.7 2 165 1 10

H24.5.31 1

H14.10.1 11.9 11.9 165 1.5

H24.5.31

H17.3.31 129.9 129.9 9 1 12

H28.4.28 1

H19.4.1 18.9 18.9 3

H30.4.1 3

H30.1.9 3.9 3.9

2

/

(ha)

2

( )
(m)

1



H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

H3.9.30 145.9 145.9 2 500 3

H13.10.11 3

1.5

H8.3.25 18.5 18.5 1 2 165 1 12

H13.10.11 1

H13.10.11 11.3 11.3 2 3 200 1 12

H31.3.6 165 1

H13.10.11 10.3 10.3 2 165 1

1

H13.10.11 8.1 8.1 1 165 1 10

1

0.6

H19.3.27 4.0 4.0 1 200 60 500

H31.3.6 165

S63.8.8 2.7 2.7 1 400 100

H30.4.1

H3.9.30 13.4 13.4 1 500

H30.4.1

H3.9.30 65.3 65.3 5 165 1

H30.4.1 1

H6.8.10 7.1 7.1 1 165 1

H8.3.25 1

H7.8.28 14.9 14.9 3 165 1

H8.9.9 1

H10.10.28 63.6 63.6 4 165 1

H11.7.1 1

H11.2.26 49.4 49.4 1 1000 3

H30.4.1 1

3

1

H24.4.5 1.9 1.9 1 165 10

H3.9.30 11.2 11.2 2 165 1

H30.4.1 1

H3.9.30 5.7 5.7 1 165 2 13

H8.3.25 1.5

1.2

H3.9.30 2.8 2.8 2 165

H6.3.24 15.8 15.8 165 1

1

H7.3.23 8.3 8.3 2 2

H13.10.11 1.4

H7.9.1 14.0 14.0 2 165 1

H8.9.9 1

H8.3.25 0.5 0.5 1 400 200 2

H11.7.30 300

H9.12.22 11.5 11.5 1 165 1

H9.12.22 1.0 1.0 1 100 50 1 10

1

H10.10.30 4.0 4.0 2 100 50 1.5 10

1

1

H11.7.30 20.0 4.6 2 1000

H13.10.11

H14.2.18 70.3 70.3 2 165 1

1

H2.3.8 10.1 10.1 7 1 1 2

H30.4.1

H4.9.10 37.3 37.3 1 500 3

H30.4.1 3

H8.9.9 21.1 21.1 1 500 3

H30.4.1 3

H8.9.9 17.0 17.0 1 165

H17.2.22 4.3 4.3 3 1 2 60 1000 3

H29.2.16 1

H17.5.10 3.7 1.9 2 2 3 2 1 200 60 200 1

1

H17.12.20 25.0 25.0 3 165 1.5

H29.12.16 1

H20.8.11 2.8 2.8 3 200 1.2 10

165 1

H23.8.29 128.8 128.8 18 1

R1.7.4

H13.3.1 36.6 36.6 5 4 6 1000 1.5 10

H30.9.18 165

(ha)

( )
(m)

/



H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

H1.8.1 24.1 24.1 1 500 3

H5.6.25

H1.8.1 50.6 50.6 1 500 3

H28.2.10

H1.8.1 50.2 50.2 17 5 2 200 150 1.5 15

H21.12.18

H9.9.18 3.5 3.5 3 1 200 1.5

H11.8.11

H9.9.18 2.8 2.8 2 2 1 1.5

H11.8.11

H10.3.10 40.8 40.8 2 200 60 500 3 10

H30.4.1 100 50 165 1

H9.9.18 31.0 31.0 2 500

H20.9.25

H9.9.18 25.5 25.5 1 500

H11.8.11

H9.9.18 4.1 4.1 1 1

H10.8.3 42.7 42.7 4 8 2 1

H11.8.11

H11.10.12 7.6 7.6 4

H17.11.16 0.5 0.5 1 1 2 150 60 165 1 10

1

H18.6.12 1.4 1.4 1 1 1 200 60 165 1.5 15

H18.6.12 2.1 2.1 3 2 1 300 70 500

H30.4.1

H18.11.20 7.8 7.8 1 2 1 1 200 60 165 15

H18.10.26 28.3 28.3 1 200 40 500 5

H18.10.26 8.9 8.9 1 200 60 500 3

H30.4.1

H19.8.17 2.5 2.5 2 1 1 300 70 500

H30.4.1

H27.4.1 46.5 46.5 24 5 165 1.5 15

H20.9.25

H21.6.18 4.8 4.8 1 165 1

2 H21.6.18 1.9 1.9 1 1 2 200 60 165 15

H12.9.21 5.7 5.7 1 165 1

H25.2.4

H12.9.21 1.4 1.4 1 165 1

H29.2.24

H12.9.21 1.0 1.0 4 1 2 100 50 165 1 10

H25.2.4

H12.9.21 8.4 8.4 2 1 1 500 2

H25.2.4

H16.11.25 23.1 23.1 1 500 3

H25.2.4 1

1

H12.9.21 3.9 3.9 1 500 2

H25.2.4

H23.11.29 1.0 1.0 1 2 2 200 70 165

H30.4.1 60

H25.12.2 9.9 9.9 3 165 1.5 15

H25.12.2 0.9 0.9 1 1 1 1 80 40 250 1 10

1

H26.7.31 20.2 20.2 2 2 1 1 200 60 500 3

H30.4.1 3

H26.7.31 1.0 1.0 1 1 1 200 60 500

H28.12.1 2.1 2.1 1 1 200 60 500 3

H30.4.1 3

H29.10.16 157.9 157.9 27 3 165 15

H30.4.2 2.1 2.1 1 1 200 60 500 3

3

R1.7.8 9.1 9.1 2 1 200 60 500 3

R1.9.30 13.9 13.9 4 4 2 200 60 165 1.5 15

/

(ha)

( )
(m)

H(%) L(%) H(%) L( ) L( ) H(m)

H8.12.2 93.1 93.1 1 70

H26.3.24

H9.10.15 137.1 79.5 1 1000 3

H19.10.25

H10.2.19 26.1 26.1 1 500 3

H25.5.16 1

H19.3.27 6.5 6.5 1 200 60 500

165

( )
(m)

/

(ha)



 



 

 


























